
清
代
後
期
直
隷
・
山
東
に
お
け
る
差
揺
と
質
草
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山

本

進

【
要
約
】
　
清
代
八
隷
で
は
、
山
西
や
陳
西
と
同
様
、
獄
丁
併
徴
以
後
も
差
揺
（
国
家
に
よ
る
正
税
以
外
の
物
品
・
役
畜
・
労
務
の
徴
発
）
が
残
存
し
た
。

差
徳
は
村
単
位
に
科
派
さ
れ
、
地
保
が
徴
収
し
て
い
た
が
、
省
南
部
で
は
牙
行
・
経
紀
か
ら
の
徴
収
も
見
ら
れ
た
。

　
一
九
世
紀
以
降
、
州
県
が
差
徹
を
口
実
と
し
て
随
規
（
非
公
式
課
税
）
を
付
帯
徴
収
し
た
た
め
、
直
隷
の
差
倍
負
担
は
増
大
し
た
。
そ
こ
で
道
光
年
間
、

直
隷
を
中
心
に
懸
腕
の
整
理
が
議
論
さ
れ
、
按
畝
灘
派
（
土
地
所
有
額
に
応
じ
た
割
り
付
け
）
方
式
の
導
入
が
唱
え
ら
れ
た
が
、
行
政
経
費
の
捻
出
に
苦

し
む
地
方
官
僚
層
に
支
持
さ
れ
た
慎
重
論
が
勝
利
し
、
結
局
清
末
ま
で
直
隷
差
揺
改
革
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
一
方
直
隷
よ
り
更
に
商
品
経
済
が
発
達
し
た
山
東
で
は
、
商
品
生
産
者
や
流
通
業
者
か
ら
莫
大
な
随
規
を
需
憂
し
て
い
た
。
光
緒
年
闘
、
山
東
巡
撫
李

華
瓶
に
よ
り
財
政
改
革
が
実
施
さ
れ
、
商
業
部
門
か
ら
の
親
臨
は
省
に
吸
収
さ
れ
た
が
、
随
規
改
革
自
体
は
低
調
に
終
わ
っ
た
。
直
隷
・
山
東
両
省
が
盗

心
を
抜
本
的
に
改
革
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
地
方
的
徴
収
の
相
当
部
分
を
商
業
か
ら
の
随
規
に
依
存
し
て
お
り
、
農
民
の
負
担
が
相
対
的
に
低
か
っ
た
か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
九
巻
三
号
　
［
九
九
六
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

清
里
の
末
端
地
方
行
政
は
財
政
面
で
の
公
的
裏
付
け
を
殆
ど
付
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
官
衙
の
備
品
費
・
消
耗
品
費
や
幕
友
・
書

役
の
人
件
費
な
ど
諸
々
の
必
要
経
費
の
大
部
分
は
、
銭
糧
の
存
留
や
養
廉
・
公
費
な
ど
正
規
財
政
か
ら
で
は
な
く
、
「
随
規
」
と
総
称
さ
れ
る

法
的
根
拠
の
無
い
各
種
付
加
税
・
手
数
料
収
入
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
。
随
規
は
書
吏
・
衙
役
・
里
勲
等
に
よ
っ
て
人
民
よ
り
需
索
（
収
奪
）

さ
れ
る
が
、
そ
の
一
部
は
規
礼
と
い
う
名
目
で
上
級
衙
門
に
績
送
（
上
納
）
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
当
時
の
財
政
構
造
は
、
銭
糧
・
感
力
・
魚
卵
な

ど
を
基
礎
と
し
た
固
定
的
な
正
規
財
政
の
外
側
に
、
随
垣
下
索
・
規
礼
郵
送
体
系
と
い
う
不
正
規
な
金
銭
の
流
れ
（
地
方
的
徴
収
）
を
必
要
悪
と



清代後期直隷・山東における差催と晒規（山本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
付
着
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
地
方
的
徴
収
は
、
前
近
代
中
国
に
遍
く
見
ら
れ
る
が
、
罵
言
で
は
正
規
財
政
が
逼
迫
し
た
一
九
世
紀
頃
か
ら
随
規
需
索
の
弊
害

が
深
刻
化
し
、
様
女
な
社
会
問
題
を
伴
っ
て
専
制
国
家
支
配
を
内
部
か
ら
掘
り
崩
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
洋
務
派
官
僚
は
、
概
ね
同
治
か

ら
光
緒
初
に
か
け
て
各
省
で
財
政
改
革
を
断
行
し
、
旧
来
の
不
正
規
徴
収
体
系
を
革
除
し
て
、
督
撫
を
中
心
と
し
た
省
レ
ベ
ル
で
の
財
政
集
権

化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
経
済
の
商
業
化
に
併
せ
て
、
財
源
の
重
心
を
土
地
税
か
ら
麓
金
・
牙
帖
掲
に
代
表
さ
れ
る
流
通
税
へ
と
シ
フ
ト
さ

せ
た
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
財
政
改
革
が
成
功
し
た
地
域
は
、
長
江
流
域
の
江
蘇
・
漸
江
・
湖
北
・
湖
南
・
四
川
の
各
省
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

安
徽
や
江
西
で
は
、
改
革
が
実
施
さ
れ
た
も
の
の
成
果
を
収
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
華
北
・
西
南
諸
省
で
は
「
差
儲
」
と
総
称
さ
れ

る
主
と
し
て
駅
靖
の
夫
馬
供
出
に
名
を
借
り
た
地
方
的
徴
収
が
存
在
し
た
が
、
山
西
・
陳
西
両
省
で
は
財
政
改
革
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
差
傘
改
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
行
わ
れ
、
差
樒
の
定
額
化
・
貨
幣
納
化
を
通
し
て
不
正
規
徴
収
が
大
幅
に
整
理
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
衆
の
負
担
を
軽
減
し
財
政
の
建
直
し
を
図
る
と
い
う
点
で
は
、
差
径
改
革
は
財
政
改
革
の
一
種
で
あ
る
と
言
え
る
。
但
し
、

長
江
流
域
の
財
政
改
革
が
督
撫
権
力
を
核
と
し
た
地
方
財
政
の
形
成
へ
と
進
ん
だ
の
に
対
し
、
華
北
西
部
の
差
樒
改
革
は
、
州
県
の
恣
意
的
な

差
循
徴
発
を
裁
革
し
た
も
の
の
、
商
品
経
済
の
相
対
的
未
発
達
の
た
め
新
た
な
財
政
集
権
化
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
華
北
東
部
の
直
隷
・
山
東
で
は
、
長
江
流
域
と
比
較
す
れ
ば
商
品
経
済
の
展
開
・
地
域
間
分
業
の
形
成
が
遅
れ
て
お
り
、
未
だ
定
期

市
段
階
を
脱
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
大
運
河
を
軸
に
商
品
流
通
が
あ
る
程
度
発
達
し
、
華
北
の
大
豆
や
江
南
の
棉
布
が
南
北
に
往
来
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
。
ま
た
、
山
東
北
西
部
で
は
脆
弱
な
が
ら
木
立
手
工
業
も
勃
興
し
、
渤
海
を
挾
ん
だ
奉
天
方
面
と
の
海
布
と
糧
食
の
交
易
も
見
ら
れ
た
。
総

じ
て
、
華
北
東
部
は
華
北
酉
部
よ
り
商
業
化
が
進
ん
だ
地
域
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
財
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、

直
隷
で
は
早
く
も
道
光
初
頭
か
ら
差
倍
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
結
局
最
後
ま
で
改
革
が
実
現
し
な
か
っ
た
し
、
山
東
で

も
各
種
の
不
正
規
徴
収
が
残
存
し
、
光
緒
末
に
漸
く
改
革
が
実
施
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
成
果
は
不
明
で
あ
る
。
商
品
流
通
の
相
対
的
発
達
と
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は
裏
腹
に
、
両
省
で
の
財
政
改
革
は
失
敗
乃
至
低
調
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
道
光
初
の
直
隷
を
中
心
と
す
る
財
政
改
革

論
争
と
そ
の
挫
折
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
直
隷
・
山
東
両
省
の
地
方
的
徴
収
の
実
態
及
び
そ
の
変
化
に
つ
い
て
解
明
し
、
華
北
西

部
と
比
較
し
た
華
北
東
部
の
末
端
不
正
規
財
政
シ
ス
テ
ム
の
特
微
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
さ
て
、
清
代
直
隷
・
山
東
の
地
方
的
徴
収
に
関
す
る
先
行
研
究
は
見
当
ら
な
い
が
、
嘉
慶
・
道
光
年
間
の
財
政
動
向
に
つ
い
て
は
鈴
木
中
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
包
括
的
労
作
が
あ
り
、
更
に
道
光
初
の
直
隷
世
理
論
争
に
つ
い
て
は
藤
岡
次
郎
の
先
駆
的
研
究
が
有
名
で
あ
る
。
本
稿
も
こ
れ
ら
の
諸
成
果

に
負
う
部
分
が
大
変
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
修
正
を
必
要
と
す
る
部
分
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
鈴
木
中
正
は
実
録
や
文
集
の
史
料
を
駆
使
し
て
嘉
慶
・
道
光
年
間
の
州
県
麟
欠
（
財
政
の
穴
あ
き
）
の
実
態
と
清
朝
中
央
の
対
策
を
丹
念
に
解

明
し
た
が
、
庸
欠
の
発
生
と
改
革
論
の
挫
折
を
官
僚
層
の
私
欲
追
求
性
向
に
求
め
る
の
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
藤
岡
次
郎
は
道
光
初
の

直
隷
差
上
論
争
を
取
り
上
げ
、
賛
成
派
・
反
対
派
の
議
論
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
無
徳
と
は
、
大

差
・
春
秋
両
差
な
ど
の
国
家
的
徴
収
（
本
来
の
衝
役
、
郎
ち
中
央
政
府
に
よ
る
物
資
や
労
働
力
の
微
発
）
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
仮
託
し
た
「
雑
差
」

と
総
称
さ
れ
る
地
方
的
徴
収
（
地
方
衙
門
が
正
規
の
蓑
亀
に
仮
託
し
て
需
索
す
る
筆
規
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
差
徳
改
革
挫
折
の
原
因
を
改
革
派

の
土
地
面
積
に
応
じ
た
差
脚
科
派
（
割
り
付
け
）
案
に
対
す
る
大
土
地
所
有
者
層
の
反
発
に
求
め
る
の
は
些
か
短
絡
的
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
官
僚
の
私
欲
追
求
は
何
も
一
九
世
紀
に
限
っ
た
特
徴
で
は
な
い
し
、
財
政
改
革
反
対
派
官
僚
は
地
主
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に

抵
抗
し
た
の
で
も
な
か
ろ
う
。
鈴
木
・
藤
岡
両
研
究
の
限
界
は
、
中
央
政
府
か
ら
独
立
し
た
地
方
財
政
を
認
め
な
い
専
制
国
家
財
政
の
構
造
的

欠
陥
と
そ
れ
が
必
然
的
に
も
た
ら
す
野
々
需
索
・
平
角
蹟
送
体
系
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
廼
規
や
浮
収
を
単
な

る
官
僚
の
不
正
蓄
財
と
し
て
で
は
な
く
事
実
上
の
地
方
行
政
経
費
と
捉
え
、
財
政
改
革
論
争
の
本
質
を
「
潮
差
」
・
「
随
規
」
な
ど
と
称
さ
れ
る

地
方
的
徴
収
の
合
理
化
を
巡
る
議
論
と
見
敬
し
て
い
る
。

①
岩
井
茂
樹
「
中
国
専
制
国
家
と
財
政
」

　
一
九
九
二
年
。

『
中
世
史
講
座
』
第
六
巻
、
学
生
裁
、

②
　
拙
稿
「
無
代
後
期
四
川
に
お
け
る
財
政
改
革
と
公
局
」
『
史
学
雑
誌
隠
　
｝
〇
三

編
七
丹
、
一
九
九
四
年
、
「
清
代
後
期
湖
広
に
お
け
る
財
政
改
革
」
『
史
林
』
七
七
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巻
五
号
、
一
九
九
四
年
、
「
二
代
後
期
江
翫
の
財
政
改
革
と
鐘
堂
」
『
史
学
雑
誌
』

　
｝
〇
四
編
　
二
号
、
一
九
九
五
年
。

③
拙
稿
「
清
宋
山
西
の
差
鑑
改
革
」
名
古
屋
大
学
『
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
九
号
、

　
一
九
九
五
年
、
片
岡
｝
忠
「
溶
代
後
期
北
西
省
の
差
篠
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史
研

　
究
』
四
四
巻
三
丹
、
一
九
八
五
年
。

④
　
拙
稿
「
清
代
嘉
道
期
の
海
運
政
策
－
漕
運
の
民
間
委
託
化
－
」
　
『
東
洋
学

　
報
』
七
二
巻
三
・
四
号
、
一
九
九
一
年
、
　
「
当
代
華
北
の
市
場
構
造
」
名
古
屋
大

　
学
『
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
七
号
、
一
九
九
三
年
。

⑤
　
鈴
木
中
正
「
清
末
の
財
政
と
官
僚
の
性
格
」
『
近
代
中
国
研
究
』
第
二
甜
輯
、
東

　
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
八
年
、
悪
騒
次
郎
「
中
篇
直
隷
省
に
お
け
る
篠
役
に
つ

　
い
て
1
清
朝
地
方
行
政
研
究
の
た
め
の
ノ
植
下
W
－
」
北
海
道
学
芸
大
学

　
『
紀
要
』
（
第
…
部
B
）
　
一
四
鉱
ぜ
一
号
、
　
｝
九
｛
ハ
三
年
。

嗣
　
道
光
初
の
財
政
整
理
と
直
隷
差
篠
論
争

清代後期直隷・山東における差篠と随規（山本）

　
周
知
の
如
く
、
清
朝
財
政
は
嘉
慶
白
蓮
教
の
乱
を
転
機
と
し
て
恒
常
的
欠
乏
状
態
に
陥
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
嘉
慶
・
道
光
年
間
に
は
財
政
改

革
が
幾
度
も
試
み
ら
れ
る
が
、
特
に
道
尊
属
が
即
位
当
初
に
企
て
た
財
政
整
理
計
画
は
、
朝
廷
を
二
分
す
る
大
論
争
に
発
展
し
た
。
本
稿
が
検

討
の
対
象
と
し
て
い
る
直
三
差
倍
論
争
も
、
財
政
整
理
論
争
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
先
ず
こ
の
議
論
を
瞥
見
し
よ
う
。

　
道
光
帝
は
即
位
直
後
か
ら
財
政
整
理
計
画
に
着
手
し
た
。
帝
は
官
僚
に
よ
る
財
政
の
私
物
化
、
徴
税
に
便
乗
し
た
私
的
な
需
索
の
横
行
が
財

政
欠
乏
を
惹
起
し
た
と
考
え
、
改
革
の
主
た
る
対
象
を
民
間
か
ら
の
非
合
法
的
徴
収
と
上
司
へ
の
っ
け
と
ど
け
の
慣
行
で
あ
る
随
規
女
帝
・
野

馬
韻
送
体
系
に
据
え
た
。
嘉
慶
二
五
年
（
一
八
二
〇
）
九
月
甲
子
、
内
閣
へ
の
上
諭
で
、
帝
は
「
府
州
県
に
支
給
さ
れ
る
養
廉
は
元
女
定
額
が
あ

る
が
、
近
年
差
務
や
掲
灘
（
上
級
衙
門
か
ら
強
制
的
に
割
り
当
て
ら
れ
た
協
力
金
）
の
拠
出
が
増
大
し
、
全
額
控
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
府

州
県
官
は
、
地
方
行
政
を
遂
行
す
る
た
め
、
廉
潔
な
者
で
も
随
規
を
徴
収
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
、
中
央
が
支
給
す
る
地
方
行
政
経
費
の

不
足
が
地
方
官
の
随
規
需
索
を
激
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
各
省
督
撫
・
布
専
使
に
所
轄
地
方
官
の
随
規
を
逐
一
清
査
さ
せ
、
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

要
不
可
欠
な
随
規
は
存
続
を
許
す
が
、
廃
止
可
能
な
随
規
は
革
除
す
る
よ
う
命
じ
た
。
同
月
己
巳
の
上
諭
で
も
、
再
度
同
じ
趣
旨
の
命
令
が
下

　
　
　
　
　
②

さ
れ
て
い
み
。
道
光
帝
は
随
規
を
大
幅
に
制
限
か
つ
明
確
化
し
、
人
民
か
ら
の
際
限
な
い
需
索
を
禁
止
し
て
、
徴
税
シ
ス
テ
ム
の
透
明
度
を
高

め
る
こ
と
か
ら
財
政
再
建
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
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皇
帝
の
命
を
奉
じ
た
各
省
督
撫
・
藩
司
は
随
規
の
実
態
調
査
に
乗
り
出
す
が
、
議
論
の
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
主
に
漕

糧
の
随
規
と
直
隷
の
差
揺
で
あ
っ
た
。
先
ず
、
紅
紫
随
規
に
つ
い
て
。
御
史
王
家
相
の
上
奏
に
よ
る
と
、
漕
運
に
お
け
る
最
大
の
弊
害
は
、
沿

途
の
費
用
及
び
漕
運
衙
門
へ
の
療
病
岩
棚
を
臼
実
に
運
軍
が
州
県
よ
り
万
年
（
手
当
て
）
を
要
求
し
、
州
県
が
運
軍
へ
の
籍
費
支
給
を
口
実
に
糧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

戸
か
ら
更
な
る
諌
求
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
帝
は
轟
轟
の
禁
止
と
運
軍
へ
の
補
助
を
通
し
て
浮
収
を
革
除
し
よ
う
と
し
た
。

　
次
に
直
隷
差
揺
に
つ
い
て
。
こ
の
問
題
を
上
奏
し
た
の
は
御
史
將
雲
寛
で
あ
る
が
、
彼
の
文
章
は
後
の
差
樒
論
争
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
、

改
革
派
の
張
茶
も
「
論
差
裾
書
」
に
て
こ
の
文
を
援
用
し
て
い
る
。
蒋
に
よ
れ
ば
、
直
隷
は
行
幸
に
際
し
道
路
・
橋
梁
の
修
繕
や
車
馬
の
供
出

な
ど
差
揺
が
繁
重
で
、
会
計
報
告
が
圏
難
な
（
公
費
で
賄
え
な
い
）
出
費
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
民
間
に
科
派
さ
れ
る
。
ま
た
貧
欲
な
州
県
官
は
、

無
勢
を
名
目
と
し
て
需
索
を
行
う
。
更
に
州
県
は
紳
士
の
抵
抗
を
恐
れ
て
差
儲
を
按
地
平
派
（
土
地
所
有
に
比
例
し
た
割
り
付
け
）
せ
ず
、
こ
れ
を

書
役
に
委
ね
る
の
で
、
不
公
平
で
恣
意
的
な
徴
収
が
は
び
こ
る
、
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
道
光
帝
は
直
隷
総
督
方
受
薦
に
、
広
地
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

派
導
入
の
是
非
を
調
査
さ
せ
る
と
と
も
に
、
差
笛
章
程
を
制
定
し
て
差
薬
徴
発
を
明
確
化
し
、
地
方
官
の
私
事
を
厳
禁
す
る
よ
う
命
じ
た
。

　
漕
糧
随
規
問
題
及
び
直
隷
無
徳
聞
題
の
共
通
点
は
、
第
一
に
実
際
の
業
務
に
必
要
な
経
費
が
足
ら
ず
、
こ
れ
を
裕
費
・
差
倍
な
ど
の
地
方
的

徴
収
に
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
こ
れ
ら
の
科
派
を
名
目
に
地
方
官
や
書
役
が
私
的
徴
収
を
行
い
、
負
担
が
人
民
へ
雪
だ
る
ま

式
に
転
嫁
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
随
規
を
整
理
す
る
た
め
に
は
、
地
方
行
政
の
た
め
の
必
要
経
費
を
予
算
化
し
、
恣
意
的
科
派
の
口

実
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
財
政
が
逼
迫
し
、
養
廉
や
公
費
の
形
で
経
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
の
下
で
、

一
方
的
に
随
規
を
禁
止
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
道
光
帝
も
革
除
す
べ
き
準
規
と
存
続
さ
せ
る
随
規
と
を
区
別
し
、
前
者
の

み
廃
止
す
る
よ
う
命
令
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
来
不
正
規
徴
収
で
あ
る
随
規
を
必
要
・
不
必
要
に
分
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
徒
ら
に
混

乱
を
招
く
だ
け
に
終
わ
る
。
朝
廷
で
は
、
改
革
を
推
進
す
る
道
光
帝
及
び
軍
機
大
臣
・
戸
部
尚
書
英
和
に
対
し
、
慎
重
論
を
唱
え
る
両
江
総
督

孫
玉
庭
ら
の
攻
勢
が
次
第
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
。

　
随
規
整
理
に
対
す
る
反
論
は
、
九
月
甲
子
の
最
初
の
諭
旨
直
後
か
ら
、
吏
部
侍
郎
湯
金
釧
・
礼
部
侍
郎
注
廷
珍
・
翰
林
院
侍
講
陳
官
俊
ら
中
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央
官
僚
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
が
、
九
月
己
巳
の
二
度
目
の
諭
旨
以
降
も
、
直
隷
総
督
方
受
疇
・
四
川
総
督
蒋
号
旗
ら
が
相
次
い
で
政
策

の
非
現
実
性
を
訴
え
、
性
急
な
改
革
に
反
対
し
て
い
た
。
更
に
一
二
月
乙
未
、
慎
重
派
の
中
心
人
物
で
あ
る
孫
玉
壷
が
、
本
来
禁
止
さ
れ
て
い

る
随
規
を
国
家
が
公
認
す
る
こ
と
の
是
非
と
、
些
末
な
随
身
公
定
化
の
煩
珀
な
る
を
指
摘
し
、
随
規
清
査
に
よ
る
地
方
行
政
の
混
乱
を
危
惧
す

る
上
奏
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
屈
し
た
帝
は
当
日
改
革
の
中
止
を
宣
言
し
、
英
和
を
謎
即
す
る
こ
と
で
混
乱
の
収
拾
を
図
っ
た
。
英
和
は
軍
機
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

臣
の
職
を
解
か
れ
、
孫
玉
子
ら
反
対
派
官
僚
は
翌
日
議
叙
（
論
功
行
賞
）
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
随
規
整
理
は
、
僅
か
三
か
月
で
あ
っ
け
な
く
幕
を

閉
じ
た
の
で
あ
る
。

　
但
し
、
孫
玉
込
は
随
規
を
放
任
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
嘉
慶
二
五
年
一
二
月
戊
子
の
上
諭
に
よ
る
と
、
彼
は
江
南
漕
運
に
お
け
る
醤
費
や

随
規
を
即
時
全
廃
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
、
運
漕
へ
の
常
費
は
漕
糧
一
石
に
つ
き
銀
四
五
銭
に
制
限
し
、
沿
途
で
の
随
規
は
半
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
限
定
せ
よ
と
提
案
し
、
道
光
弾
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
ま
た
、
漕
運
総
督
成
齢
・
漸
江
巡
難
陳
課
徴
が
、
漸
西
の
漕
運
事
惰
は
江
南
と
同
様

深
刻
で
あ
り
、
徐
々
に
解
除
を
行
い
た
い
と
上
奏
し
た
の
に
対
し
、
道
光
帝
は
、
漕
運
総
督
の
手
緩
さ
を
批
判
し
、
鞘
費
を
毎
石
器
三
四
銭
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

内
に
押
さ
え
、
沿
途
随
規
も
三
四
割
以
上
を
翔
減
せ
よ
と
命
じ
た
。
漕
運
に
つ
い
て
は
、
隔
規
を
清
高
し
な
い
代
わ
り
、
そ
の
部
分
的
禁
止
を

実
施
す
る
こ
と
で
折
り
合
い
が
付
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
勿
論
、
財
政
的
支
持
の
な
い
一
方
的
禁
止
だ
け
で
は
随
規
需
索
は
止
ま
な
い
。
夙
に
英
和
は
、
各
省
の
地
方
公
務
の
た
め
の
費
用
は

正
項
（
単
寧
銭
糧
）
或
い
は
耗
羨
（
付
加
徴
収
）
か
ら
支
出
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
近
年
で
は
州
県
へ
の
捕
灘
に
依
存
し
て
い
る
状
況
を
憂
慮
し
、

以
後
督
撫
が
州
県
へ
支
給
す
べ
き
養
廉
を
揖
輸
と
し
て
控
除
す
る
場
合
に
は
、
中
央
に
申
告
さ
せ
年
末
に
報
告
さ
せ
る
よ
う
進
言
し
、
道
光
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
支
持
を
得
て
い
た
が
、
こ
の
案
は
彼
の
失
脚
に
よ
り
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
。
孫
玉
響
は
随
面
壁
索
の
元
凶
で
あ
る
養
廉
控
除
な
ど
地
方
行
政

経
費
の
問
題
は
議
論
せ
ず
、
随
規
の
数
量
的
制
限
を
唱
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
弥
縫
的
政
策
で
は
随
規
の
整
理
は
で
き
な
い
。

　
早
く
も
道
光
元
年
（
一
八
一
二
）
六
月
、
戸
部
侍
郎
挑
文
田
は
、
漕
運
に
お
い
て
州
県
の
徴
収
や
運
軍
の
勒
索
、
沿
途
の
随
規
が
改
善
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
な
い
と
報
告
し
、
感
量
へ
の
津
貼
（
補
助
）
の
増
舶
を
求
め
て
き
た
。
同
年
九
月
に
は
、
孫
玉
江
自
身
が
、
江
蘇
各
属
の
養
廉
は
ほ
ぼ
全
額
省
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⑩

に
控
除
さ
れ
、
州
県
の
行
政
経
費
が
工
面
で
き
な
い
と
上
奏
す
る
に
到
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
出
塁
の
漕
運
随
規
改
革
は
、
結
局
頓
挫
し
た

の
で
あ
る
。

　
地
方
行
政
経
費
の
欠
乏
に
起
因
す
る
随
規
需
索
の
激
化
は
、
直
隷
と
江
漸
に
限
ら
ず
全
国
各
地
で
看
取
さ
れ
、
地
域
ご
と
に
特
有
の
対
策
が

立
て
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
江
蘇
南
部
で
は
、
嘉
慶
以
降
路
発
装
屍
（
水
陸
の
行
き
倒
れ
死
体
）
が
発
生
し
た
際
に
、
刑
書
・
件
作
・
地
響
ら
が
殺

人
事
件
に
発
展
さ
せ
る
と
脅
迫
し
て
地
元
の
有
産
層
よ
り
金
品
を
勒
索
す
る
こ
と
が
日
常
化
し
て
い
た
。
そ
こ
で
嘉
慶
中
頃
、
蘇
州
府
長
洲
県

難
壁
鎮
で
紳
士
韓
是
升
ら
に
よ
り
一
善
公
堂
が
設
置
さ
れ
、
堂
よ
り
検
死
・
埋
葬
費
用
を
支
給
し
た
。
そ
の
後
こ
の
新
型
骨
堂
は
、
江
蘇
藩
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

使
巴
喰
布
・
硫
岱
の
支
持
を
得
て
広
範
に
普
及
し
た
。

　
ま
た
、
貴
州
省
画
工
府
貴
筑
県
で
は
、
知
県
が
軍
鮪
輸
送
や
犯
人
護
送
な
ど
各
種
の
差
務
を
執
行
す
る
た
め
、
差
役
よ
り
毎
年
二
千
駐
車
の

「
差
費
」
を
追
送
さ
せ
、
一
方
差
役
は
詞
訟
案
件
に
付
け
込
ん
で
（
裁
判
に
伴
う
法
外
な
各
種
手
数
料
を
）
民
間
よ
り
需
索
し
て
い
た
。
こ
の
慣
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
道
光
一
八
年
（
一
八
三
八
）
下
墨
賀
長
齢
に
よ
り
革
除
さ
れ
、
今
後
は
知
県
が
必
要
経
費
を
自
前
で
調
達
す
る
よ
う
に
し
た
。
彼
は
ま
た
、
野

里
に
対
し
て
、
裁
判
事
務
及
び
黒
々
相
験
（
検
死
）
に
便
乗
し
た
衙
役
の
需
索
を
禁
止
す
る
よ
う
通
達
し
て
い
畜
。
但
し
、
彼
は
州
県
を
財
政
面

か
ら
支
え
る
政
策
は
実
施
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
他
、
河
南
省
河
南
予
輩
県
で
も
、
差
務
の
増
加
に
伴
い
黒
蟻
や
良
書
の
需
索
が
激
化
し
た
た
め
、
嘉
慶
一
六
年
（
一
八
＝
）
知
府
が
紳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

士
と
協
議
し
て
章
程
を
制
定
し
、
県
城
内
に
「
五
重
公
局
」
を
設
置
し
、
紳
士
を
公
冒
し
て
差
務
嘗
胆
業
務
を
代
行
さ
せ
て
い
た
。
護
摩
の
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

策
は
、
同
じ
く
差
務
に
苦
し
ん
だ
四
川
省
の
公
局
設
置
と
類
似
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
差
務
苛
派
・
廼
規
需
索
激
化
は
全
国
的
現
象
で
あ
っ
た
が
、
道
光
初
頭
特
に
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
た
の
は
、
既
述
の
如
く

直
隷
で
あ
っ
た
。
直
隷
で
は
潮
雲
寛
の
上
奏
以
降
も
差
倍
苛
派
は
止
ま
ず
、
道
光
元
年
に
は
広
平
府
永
年
県
民
郭
万
華
が
早
書
の
銭
糧
浮
収
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

兵
書
の
差
役
私
蓄
を
上
訴
し
て
い
た
。
そ
し
て
道
光
二
年
正
月
乙
卯
、
直
隷
国
政
使
居
二
選
が
重
弁
改
革
を
提
議
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
本

格
的
な
差
樒
論
争
が
開
始
さ
れ
た
。
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清代後期直隷・山東における差揺と睡規（山本）

　
屠
之
申
は
先
ず
「
直
省
は
畿
輔
の
勝
地
為
れ
ば
、
差
務
股
繁
な
り
。
立
法
の
初
、
揺
役
較
粋
な
る
に
函
り
、
故
に
正
賦
独
り
他
省
よ
り
軽
し
。

而
る
に
賦
に
常
温
有
れ
ど
、
樒
に
定
額
無
く
れ
ば
、
日
久
し
く
し
て
弊
生
じ
、
遂
に
派
差
の
辞
色
、
枚
挙
に
勝
え
ず
、
挾
制
の
控
案
、
幾
ど
虚

日
無
き
に
至
る
」
と
概
述
し
た
後
、
州
県
は
養
廉
を
控
除
さ
れ
る
た
め
国
家
の
求
め
る
差
樒
及
び
各
種
地
方
公
事
の
経
費
を
支
辮
で
き
ず
、
勢

い
民
間
に
灘
派
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
に
便
乗
し
て
書
役
や
郷
保
が
需
属
す
る
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
改
革
案
と
し
て
、
①
差
糠
の
按
畝

灘
派
、
②
公
費
の
設
定
、
③
無
規
需
索
・
規
礼
鰻
送
禁
止
の
三
項
目
を
提
起
し
た
。
具
体
的
に
は
、
①
直
隷
の
民
地
約
六
〇
万
頃
に
対
し
、
毎

畝
銀
一
分
の
差
揺
銀
を
灘
派
し
、
年
間
六
〇
余
万
両
を
確
保
す
る
、
②
こ
の
内
一
八
万
両
を
布
政
使
を
通
し
て
（
本
来
の
差
循
で
あ
る
）
春
秋
両

差
に
支
出
す
る
他
、
四
〇
万
両
を
総
督
・
布
設
両
君
・
道
府
州
県
の
公
費
と
し
、
地
方
公
事
の
必
要
経
費
の
大
小
及
び
塩
商
・
黒
帯
か
ら
の
雑

税
・
無
規
収
入
の
多
寡
を
勘
案
し
て
配
分
す
る
。
残
余
は
飢
餓
へ
の
備
え
と
す
る
、
③
公
費
を
支
給
し
た
か
ら
に
は
、
省
は
洋
品
の
灘
派
や
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

礼
の
収
受
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
州
県
も
差
揺
に
名
を
借
り
た
需
索
を
鶏
糞
せ
よ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　
屠
之
申
の
改
革
案
で
注
飼
す
べ
き
点
は
、
規
難
詰
送
禁
止
の
代
替
策
と
し
て
省
か
ら
の
公
費
支
給
を
措
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
支
給
基
準
の
一
つ
と
し
て
白
総
や
面
当
か
ら
の
雑
税
・
随
規
収
入
の
多
寡
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注

意
を
喚
起
し
よ
う
。
当
時
既
に
養
廉
は
大
半
が
控
除
さ
れ
、
地
方
公
事
の
た
め
の
経
費
は
専
ら
規
礼
に
依
存
し
て
い
た
が
、
一
部
の
地
方
官
は
、

塩
商
や
典
当
な
ど
特
許
商
人
か
ら
の
収
入
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
反
対
論
者
も
こ
の
点
を
突
い
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
屠
之
申
の
改
革
論
に
対
し
て
直
ち
に
慎
重
論
を
展
開
し
た
の
は
直
隷
総
督
顔
検
で
あ
る
。
彼
は
「
東
南
は
則
ち
賦
重
く
而
し
て
役
軽
し
。
醤

北
は
則
ち
賦
軽
く
而
し
て
役
重
し
」
と
述
べ
、
華
北
の
不
良
本
題
を
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
る
が
、
按
畝
灘
派
（
畝
数
に
応
じ
た
割
り
当
て
）
方
式

の
導
入
に
は
反
対
す
る
。
そ
の
理
由
を
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

査
す
る
に
直
隷
通
省
、
地
貸
を
按
じ
て
差
を
出
だ
す
者
有
り
、
騒
馬
を
按
じ
て
差
を
出
だ
す
者
有
り
、
風
戸
を
按
じ
て
差
を
出
だ
す
者
有
り
、
名
色
各
お

の
相
い
同
じ
な
ら
ざ
れ
ば
、
転
瞬
即
ち
画
一
し
難
し
。
今
比
べ
て
而
し
て
之
を
同
じ
く
し
、
専
ら
地
畝
よ
り
灘
派
せ
ん
と
欲
す
。
採
れ
野
末
者
は
差
軽
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

務
農
者
は
差
重
し
。
此
れ
行
う
可
か
ら
ざ
る
也
。
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即
ち
、
現
在
直
隷
の
差
儘
は
土
地
・
騙
馬
・
牙
行
に
紺
し
て
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
按
畝
灘
派
に
統
一
す
る
と
、
（
蟹
行
な
ど
）
商

人
の
負
担
が
軽
く
な
り
、
農
民
の
負
担
が
重
く
な
る
。
そ
れ
故
土
地
に
対
す
る
割
り
付
け
ば
、
結
果
的
に
正
心
（
銭
糧
）
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
、
差
箔
改
革
は
断
じ
て
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
顔
検
の
議
論
は
屠
之
申
と
は
揚
足
的
で
あ
る
が
、
両
部
と
も
商
業
か
ら
の
不
正
規
徴
収
の
存
在
を
認
め
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
々
商
に
は
莫
大
な
塩
規
が
半
ば
公
然
と
割
り
付
け
ら
れ
て
い
た
し
、
牙
税
・
当
税
は
雑
税
に
区
分
さ
れ
、
正
規
税
額
は
微
細
で
あ
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
、
水
面
下
で
は
巨
額
の
摘
税
を
微
収
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
大
運
河
流
通
の
一
翼
を
担
う
直
隷
で
は
、
こ
れ
ら
商
業
部
門
か
ら
の
収
入
は
地

方
行
政
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
改
革
派
も
慎
重
派
も
そ
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
両
者
の
相

違
点
は
、
屠
之
申
が
こ
れ
ら
商
業
か
ら
の
徴
収
の
存
続
を
前
提
に
按
畝
灘
派
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
顔
検
が
馬
歯
灘
派
へ
の
移
行

に
よ
り
商
業
か
ら
の
徴
収
が
減
少
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
農
業
部
門
の
負
担
が
増
大
す
る
と
危
惧
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
改
革
派
に
は
も
う
一
人
張
茶
と
い
う
論
客
が
お
り
、
彼
は
「
均
樒
文
」
・
「
均
役
弁
」
・
「
論
差
身
書
」
と
題
さ
れ
た
三
編
の
文
章

を
著
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、
蒋
雲
寛
の
現
状
認
識
に
則
し
て
屠
之
申
の
改
革
案
を
提
起
し
て
お
り
、
両
者
の
議
論
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い

る
と
言
え
る
。
具
体
的
に
見
れ
ば
、
「
均
篠
文
」
で
は
按
畝
灘
派
に
よ
り
均
倍
銀
七
〇
万
両
を
徴
収
し
、
内
二
〇
万
両
を
大
差
に
支
辮
す
べ
き

こ
と
が
、
「
均
役
弁
」
で
は
各
級
衙
門
に
均
題
下
の
一
部
を
津
貼
し
て
、
州
県
の
薄
曇
鍵
田
や
上
級
衙
門
の
養
廉
控
除
を
禁
止
す
べ
き
こ
と
が
、

「
論
差
篠
書
」
で
は
直
隷
に
お
け
る
差
僑
の
弊
害
が
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
但
し
「
論
差
篠
書
」
に
は
親
骨
寛
の
上
奏
に
見
ら
れ
な
い
固
有
の
意
見
も
あ
る
。
彼
は
直
隷
仁
徳
の
現
状
分
析
を
記
し
た
後
で
、
次
の
よ
う

に
語
る
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
随
規
の
需
索
は
公
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
州
県
は
口
実
を
設
け
て
需
索
し
て
い
た
。
今
で
は
諭
旨
を
明
覚
し
、
銭
糧
の
平
手
・
雑
税
の
存

　
　
　
剰
・
行
戸
の
変
革
・
塩
鱒
の
規
礼
は
悉
く
徴
収
が
許
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
地
方
公
事
の
執
行
に
十
分
足
り
、
ど
う
し
て
更
に
口
実
を
設
け
鞍
上
す
る
必
要

　
　
　
が
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
恐
ら
く
州
県
は
随
半
半
収
公
認
の
諭
旨
に
便
乗
し
、
雑
差
を
名
主
と
し
た
不
正
規
徴
収
を
随
規
と
混
同
さ
せ
、
勢
い
必
ず
大
っ
ぴ
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清代後期直隷・山東における差篠と願規（山本）

　
　
　
ら
に
謙
求
を
恣
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
愚
民
は
無
知
で
、
何
れ
が
雑
事
で
何
れ
が
随
規
か
を
区
別
で
き
ず
、
唯
々
諾
々
と
官
命
に
従
い
、
敢
え
て
誰

　
　
　
何
し
な
い
の
で
、
貧
民
は
益
々
生
活
に
苦
労
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
州
県
が
民
間
に
科
派
し
て
い
る
各
種
の
雑
差
は
、
現
段
階
で
悉
く
革
除
浄
尽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
す
べ
き
で
あ
り
、
僅
か
も
需
索
の
萌
芽
を
残
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
彼
が
「
平
余
・
存
剰
・
津
貼
・
雄
壮
な
ど
の
各
種
魔
窟
は
諭
旨
に
よ
り
徴
収
が
公
認
さ
れ
た
」
と
言
う
の
は
、
恐
ら
く
嘉
慶
二
五
年
一

二
月
乙
未
の
廼
規
清
査
中
止
宣
言
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
随
規
の
清
査
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
随
規
を
公
認
す
る
こ
と
に
等
し
い
。

随
規
整
理
の
失
敗
は
、
逆
に
随
絵
革
収
を
誉
め
な
い
と
い
う
判
例
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
勢
い
を
得
た
直
隷
各
州
県
が
、
差
径
に
便
乗

し
て
白
昼
堂
々
と
不
正
規
微
収
を
行
う
こ
と
を
恐
れ
た
張
茶
は
、
随
規
需
索
の
口
実
を
与
え
な
い
た
め
に
も
、
差
揺
を
徹
底
的
に
整
理
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

　
随
規
整
理
政
策
の
失
敗
が
も
た
ら
し
た
随
規
の
既
成
事
実
化
は
、
張
然
の
よ
う
な
改
革
派
に
危
機
感
を
も
た
ら
し
た
が
、
慎
重
派
に
は
追
い

風
と
な
っ
た
。
道
光
二
年
、
嚢
銑
は
「
聖
柄
灘
派
を
実
施
し
て
も
、
州
県
は
差
徹
銀
の
徴
収
に
仮
託
し
た
新
た
な
付
加
的
徴
収
を
行
う
か
ら
、

こ
れ
は
加
重
を
招
く
。
一
方
財
政
的
余
裕
の
な
い
州
県
官
に
真
妄
を
支
辮
さ
せ
る
限
り
、
減
差
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
」
と
上
奏
し
、
顔
検

の
慎
重
論
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。
差
儒
を
明
文
化
し
準
公
的
税
制
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ん
で
も
、
結
局
州
県
が
そ
れ
を
口
実
に
新
た
な
随
規

を
攻
勢
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
悲
観
的
見
通
し
は
顔
検
と
共
通
す
る
が
、
道
光
帝
の
随
規
清
査
中
止
に
よ
り
万
古
が
事
実
上
公
認
さ
れ
た
と
見

倣
す
と
顔
検
の
「
按
畝
灘
派
に
よ
り
商
業
部
門
か
ら
の
随
規
徴
収
が
減
少
す
る
」
と
い
う
説
は
成
立
し
な
く
な
る
の
で
、
震
銑
は
こ
の
問
題
を

回
避
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
両
者
の
論
点
を
整
理
し
よ
う
。
先
ず
蒋
雲
寛
・
屠
之
申
・
張
茶
ら
改
革
派
は
、
国
家
が
要
求
す
る
本
来
の
差
藩
よ
り
、
差
繧
に
付
随

し
た
雑
感
．
随
規
な
ど
の
地
方
的
徴
収
の
整
理
を
主
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
①
煩
墳
で
不
明
瞭
な
徴
収
形
態
を
按
畝
必
至
に

統
一
す
る
こ
と
、
②
差
樒
銀
の
三
分
の
二
を
公
費
と
し
て
地
方
官
に
支
給
し
、
地
方
行
政
経
費
に
充
て
さ
せ
る
こ
と
、
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
安
定
し
た
収
入
源
を
保
障
し
、
そ
の
一
部
を
省
か
ら
公
費
と
し
て
分
配
す
る
こ
と
に
よ
り
、
随
規
需
索
・
虎
魚
韻
送
体
系
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の
必
要
性
を
な
く
す
と
い
う
発
想
は
、
同
治
・
光
緒
年
間
の
財
政
改
革
を
先
取
り
す
る
斬
薪
さ
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
顔
検
・
震
銑
ら
慎
重
派
は
、
地
方
的
徴
収
の
整
理
に
は
消
極
的
で
、
む
し
ろ
差
徳
の
定
額
化
が
新
た
な
浮
収
を
惹
起
す
る
と
警
告
す
る
。

彼
ら
は
改
革
の
困
難
性
を
強
調
す
る
だ
け
で
、
財
政
構
造
の
欠
陥
を
改
善
す
る
何
ら
の
方
策
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
，
倶
し
、
公
費
を
設
定

し
て
も
帯
留
が
止
む
と
い
う
保
証
は
何
も
な
い
と
い
う
悲
観
論
は
、
鈴
木
中
正
の
言
う
官
僚
の
私
欲
追
求
性
向
を
考
慮
す
る
と
、
一
定
の
説
得

力
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
総
じ
て
、
改
革
派
が
財
政
シ
ス
テ
ム
の
手
直
し
に
よ
る
民
衆
の
負
担
減
を
目
論
ん
だ
の
に
対
し
、
慎
重
派
は
そ
れ
が
却

っ
て
負
担
増
に
繋
が
る
と
危
惧
し
、
現
状
維
持
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
直
惚
惚
揺
論
争
は
、
道
光
二
年
閾
三
月
庚
子
の
顔
検
の
上
奏
を
支
持
す
る
諭
旨
に
よ
り
、
慎
重
派
の
勝
利
に
帰
し
た
。
尤
も
地
方
的

徴
収
の
整
理
計
画
は
既
に
嘉
慶
二
五
年
一
二
月
半
頓
挫
し
て
お
り
、
直
墨
差
揺
改
革
だ
け
が
実
現
さ
れ
る
見
込
み
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
但
し

改
革
派
も
慎
重
派
も
、
差
揺
を
名
目
と
し
た
地
方
的
徴
収
の
椙
当
部
分
が
筆
紙
・
典
当
・
蟹
行
な
ど
商
業
部
門
に
対
す
る
科
派
に
よ
っ
て
賄
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
な
か
っ
た
。
商
業
部
門
か
ら
の
随
規
に
つ
い
て
、
改
革
派
は
そ
れ
を
公
費
を
補
完
す
る
財
源
と
位
置
付
け
、
・
慎
重
派

は
按
畝
門
派
へ
の
統
一
が
そ
れ
を
否
定
す
る
と
危
機
感
を
煽
っ
た
。
そ
し
て
次
章
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
直
隷
に
お
け
る
商
業
部
門
か
ら
の
不

正
規
収
入
の
大
い
さ
が
、
結
果
的
に
財
政
改
革
（
差
樒
改
革
を
含
め
）
の
必
要
性
を
減
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
差
羽
改
革
の
挫
折
に
よ
り
、
直
隷
で
は
そ
の
後
も
差
倍
問
題
が
栢
次
い
で
発
生
し
た
。
．
先
ず
道
光
六
年
（
一
八
二
六
）
七
月
二
四
日
、

直
隷
総
督
那
彦
成
は
「
直
隷
で
は
元
女
差
務
が
重
い
た
め
白
役
即
ち
定
額
外
の
私
設
衙
役
を
置
い
て
い
る
が
、
彼
ら
に
は
手
当
て
が
支
給
さ
れ

な
い
の
で
、
著
書
の
免
除
で
代
替
し
て
い
る
。
こ
れ
に
付
け
込
み
、
勝
手
に
衙
役
に
充
当
し
て
詩
評
を
忌
避
し
よ
う
と
図
る
者
が
多
い
。
そ
こ

で
布
按
両
君
と
協
議
し
、
書
役
を
司
道
府
庁
衙
門
は
五
〇
名
、
州
県
衙
門
は
八
○
名
、
教
官
佐
雑
衙
門
は
二
〇
名
に
制
限
す
る
こ
と
を
請
う
」

と
上
奏
し
、
裁
可
さ
れ
た
。
額
外
書
役
の
存
在
は
何
も
直
隷
に
限
っ
た
現
象
で
は
な
い
が
、
直
隷
で
は
差
揺
の
忌
避
に
利
用
さ
れ
る
た
め
、
特

に
取
締
り
を
強
化
し
て
負
担
の
均
等
化
に
努
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
続
い
て
道
光
七
年
一
二
月
、
給
事
中
歯
明
が
京
師
西
北
一
帯
に
お
け
る
州
県
差
役
の
差
篠
に
仮
託
し
た
需
索
を
取
り
上
げ
、
特
に
宜
都
府
懐
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来
県
南
山
村
で
は
、
月
柴
・
月
炭
・
豆
石
及
び
県
署
が
需
要
す
る
果
物
等
の
銭
を
科
派
し
て
い
る
と
糾
弾
し
、
そ
の
禁
止
を
奏
請
し
た
。
道
三

春
は
吏
部
尚
書
盧
蔭
博
・
順
天
府
弄
春
夏
漢
・
直
隷
巡
校
倉
直
隷
総
督
屠
之
申
ら
に
実
態
を
調
査
さ
せ
、
額
外
の
差
倍
塵
隠
を
一
切
禁
止
せ
よ

　
　
　
⑰

と
命
じ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
道
光
八
年
正
月
無
事
申
は
州
県
の
差
役
が
差
篠
を
口
実
と
し
て
苛
派
す
る
こ
と
を
厳
禁
せ
ん
と
上
奏
し
、
帝
も
こ
れ
を
支

持
し
た
。
屠
之
申
に
再
び
差
料
改
革
の
機
会
が
巡
っ
て
き
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
三
月
、
実
態
糾
明
の
た
め
懐
来
県
に
派
遣
さ
れ

て
い
た
礼
部
尚
書
湯
金
釧
は
「
岩
村
の
郷
民
に
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
柴
炭
等
の
供
出
は
皆
旧
規
で
あ
り
、
当
県
が
新
た
に
科
派
し
た
も
の
で
は
な

い
と
言
っ
て
お
り
ま
す
」
と
報
告
し
、
深
捌
な
随
規
需
索
は
な
い
と
反
論
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
帝
は
又
も
や
湯
ら
の
慎
重
論
に
屈
し
、
托
明

の
上
奏
を
誤
り
と
す
る
が
、
当
人
は
処
罰
し
な
い
と
裁
定
し
た
。
但
し
帝
は
「
当
県
が
現
在
支
辮
し
て
い
る
差
癌
は
、
旧
来
の
章
程
に
従
い
代

金
を
支
払
っ
て
採
耀
し
て
い
る
が
、
書
差
が
定
価
以
下
で
強
制
的
に
買
い
付
け
て
お
り
、
ま
た
果
物
に
つ
い
て
は
全
く
代
価
を
払
っ
て
お
ら
ず
、

共
に
禁
令
を
犯
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
県
当
局
に
よ
る
果
物
の
徴
発
と
典
史
に
よ
る
私
的
な
柴
栗
・
果
官
需
索
に
つ
い
て
は
禁
止
を
命
じ
、
書

役
の
監
督
を
怠
っ
た
知
県
と
当
該
典
史
を
処
分
し
た
。
結
局
帝
は
、
末
端
の
地
方
官
を
蜥
蝪
の
尻
尾
の
如
く
切
り
捨
て
て
問
題
を
収
拾
し
た
だ

け
で
、
差
藩
に
仮
託
し
た
随
規
需
索
を
改
革
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
だ
が
、
托
明
以
後
も
差
揺
改
革
を
望
む
声
は
途
絶
え
な
か
っ
た
。
道
光
一
一
年
二
月
に
は
、
御
史
周
作
揖
が
直
隷
差
繰
の
弊
害
と
そ
の
革
除

を
奏
請
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
直
隷
差
響
の
弊
害
は
大
別
す
る
と
郷
保
の
浮
派
と
書
差
の
勒
索
で
あ
る
。
前
者
は
、
差
役
と
民
衆
と
の
間
に
立

っ
て
差
徳
供
応
な
ど
の
調
整
役
を
果
た
す
べ
き
郷
保
が
、
遺
徳
に
便
乗
し
て
各
戸
よ
り
需
湿
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
、
書
差
が
差
揺
の
た

め
に
提
供
さ
れ
た
車
馬
を
没
収
し
た
り
、
規
銭
と
称
す
る
随
規
を
命
索
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
続
い
て
道
光
一
二
年
正
月
に
は
、
御
史
那

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

鵬
善
が
順
天
府
に
お
け
る
差
徹
に
付
随
し
た
需
索
の
存
在
と
そ
の
革
除
を
奏
請
し
た
。
彼
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
近
年
州
県
で
は
定
額
外
に
差
樒

を
茄
倍
雇
覚
（
割
り
増
し
徴
発
）
し
、
差
役
が
応
差
を
忌
避
す
る
者
か
ら
賄
賂
を
需
索
し
て
い
た
。
更
に
道
光
一
六
年
二
月
に
は
、
御
史
朱
成
烈

の
上
奏
に
応
え
る
形
で
、
道
光
帝
が
直
隷
総
督
碕
善
に
対
し
各
種
管
鑓
に
便
乗
し
た
書
役
・
郷
保
の
軍
規
需
索
を
革
除
す
る
よ
う
暁
諭
し
た
。
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こ
の
他
、
道
光
二
〇
年
一
一
月
に
は
、
御
史
万
超
が
直
隷
に
お
け
る
差
箔
置
派
の
深
刻
化
を
憂
う
る
上
奏
を
行
い
、
帝
は
直
隷
総
督
に
調
査
を

　
　
⑳

命
じ
た
。
ま
た
道
光
二
一
年
九
月
に
は
、
御
史
侃
塘
が
書
吏
に
よ
る
差
響
に
籍
卜
し
た
客
商
か
ら
の
車
輌
の
徴
発
を
告
発
し
、
こ
の
弊
は
直
隷
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

出
西
で
最
も
ひ
ど
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
一
方
、
浮
収
落
雪
と
並
行
し
て
規
礼
百
工
問
題
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。
道
光
＝
年
一
一
月
の
上
諭
に
よ
る
と
、
蒋
兆
瑠
が
清
河
道
道

員
塩
魚
第
に
よ
る
多
額
の
規
礼
収
受
を
直
隷
総
督
至
善
に
告
発
し
、
こ
の
事
を
碕
善
が
上
奏
し
た
。
道
光
帝
は
刑
部
侍
郎
尊
重
額
を
派
遣
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

実
態
を
究
明
さ
せ
た
が
、
蒋
兆
瑠
の
他
に
も
規
礼
を
要
求
さ
れ
て
い
る
州
県
官
は
多
い
だ
ろ
う
と
憂
慮
し
て
い
る
。
溝
泥
光
一
二
年
一
一
一
月
に

は
徐
宝
善
よ
り
「
従
来
道
府
の
行
政
経
費
は
養
廉
よ
り
支
出
し
て
い
た
が
、
近
年
で
は
大
半
が
省
に
控
除
さ
れ
る
の
で
、
勢
い
州
県
か
ら
の
規

礼
饅
送
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
最
近
直
隷
で
は
、
道
府
は
禅
堂
の
人
件
費
も
州
県
に
負
担
さ
せ
て
い
る
」
と
の
上
奏
が
あ
り
、
帝
も
「
昨

年
蒋
兆
躍
の
告
発
以
来
、
各
省
の
督
撫
に
規
礼
収
受
を
厳
禁
さ
せ
た
の
は
、
州
県
が
規
礼
捻
出
の
た
め
小
器
へ
の
苛
敏
謙
求
を
加
え
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

慮
っ
て
の
事
で
あ
る
」
と
答
え
、
直
隷
総
督
碕
善
に
道
府
幕
友
の
人
件
費
問
題
を
調
査
さ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
道
光
一
三
年
正
月
の
上
諭
に

よ
れ
ぽ
、
結
託
は
「
道
府
が
幕
友
へ
の
謝
金
を
養
廉
の
控
除
に
よ
っ
て
調
達
し
た
事
実
は
な
い
。
曲
譜
第
に
規
礼
を
餓
馨
し
た
の
は
蒋
兆
瑠
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
で
、
そ
の
他
の
州
県
で
は
行
っ
て
い
な
い
」
と
回
答
し
、
規
礼
鑛
送
慣
行
の
存
在
を
全
面
的
に
否
定
し
た
。
か
く
し
て
規
礼
鰻
送
問
題
も
差

毛
随
規
問
題
と
同
様
、
闇
へ
と
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
血
道
光
一
九
年
目
江
西
省
広
信
府
や
河
南
省
の
幽
門
鰻
送
を
弾
劾
す
る
上
奏

が
な
さ
れ
た
が
、
何
れ
も
成
功
し
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
道
光
初
以
降
も
随
規
律
索
・
規
礼
鰻
送
改
革
へ
の
試
み
は
続
け
ら
れ
た
が
、
常
に
慎
重
派
の
抵
抗
に
遭
っ
て
挫
折
し
た
。
対

象
地
域
が
ほ
ぼ
直
隷
に
限
定
さ
れ
た
の
は
、
差
径
が
直
隷
だ
け
の
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
改
革
派
の
多
く
が
京
官
だ
っ
た
の
で
、

身
近
な
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
易
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
外
許
可
撫
の
大
半
は
慎
重
派
で
あ
り
、
自
ら
収
入
源
を
断
つ
よ
う
な

地
方
的
徴
収
の
改
革
に
は
乗
り
気
で
な
か
っ
た
。
そ
し
て
概
ね
ア
ヘ
ン
戦
争
が
勃
発
し
た
道
光
二
〇
年
（
一
八
四
〇
）
を
境
と
し
て
、
差
儒
や
規

礼
に
関
す
る
議
論
は
、
実
録
か
ら
姿
を
消
す
。
太
平
溢
泌
の
鎮
圧
以
降
、
財
政
改
革
は
今
度
は
洋
務
派
薫
習
層
に
よ
っ
て
積
極
的
に
推
進
さ
れ
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る
よ
う
に
な
る
が
、
直
隷
は
こ
の
動
き
に
乗
り
遅
れ
た
。

　
直
隷
の
差
徹
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
道
光
期
の
財
政
整
理
案
は
こ
う
し
て
終
焉
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
何
故
直
隷
で

は
同
治
・
光
緒
期
の
洋
務
派
に
よ
る
本
格
的
な
財
政
改
革
の
流
れ
に
取
り
残
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
先
に
、
商
業
か
ら
の
晒
規
収
入
の

存
在
が
改
革
の
必
要
性
を
減
じ
た
と
示
唆
し
た
。
次
章
で
は
こ
の
問
題
を
山
東
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
よ
う
。

①＠＠④⑤

『
三
里
実
録
』
嘉
慶
二
五
年
九
月
甲
子
、
諭
内
閣

至
府
庁
州
県
。
養
廉
紙
此
定
額
。
而
差
務
之
費
。
損
灘
之
款
。
日
益
加
増
。
往

往
有
全
行
坐
釦
。
平
入
竈
無
者
。
難
在
潔
清
自
好
之
吏
。
一
草
履
任
。
公
事
叢

集
。
難
為
無
米
之
炊
。
勢
不
得
不
取
給
随
規
。
良
妻
握
注
。
…
…
惟
各
省
清
形

不
同
。
著
該
督
撫
督
率
藩
司
。
将
所
属
随
規
。
逐
一
清
査
。
応
存
者
存
。
応
革

者
革
。

同
右
、
嘉
慶
二
五
年
九
月
己
巳
、
諭
内
閣
。

同
右
、
慕
慶
二
五
年
一
〇
月
餅
未
、
諭
内
閣

漕
務
積
弊
。
首
在
浮
収
。
而
州
県
之
浮
収
。
則
以
津
貼
旗
丁
需
費
為
詞
。
旗
丁

之
勒
索
。
又
以
沿
途
需
費
及
漕
運
各
衙
門
規
礼
為
詞
。
今
欲
置
目
浮
収
。
必
先

禁
止
麺
費
。
濫
費
既
禁
。
則
不
能
不
講
憧
丁
之
法
。

岡
右
、
鋸
慶
二
五
年
一
一
月
千
三
、
諭
軍
機
大
臣
等

直
隷
差
使
費
用
。
名
目
不
一
。
有
難
以
報
錆
而
必
須
使
用
者
。
如
遇
皇
差
。
一

切
橋
道
工
程
車
馬
支
下
等
項
。
難
有
経
費
。
鞍
敷
支
鉋
。
責
令
民
間
供
応
。

…
…
於
是
州
県
之
負
劣
者
。
籍
詞
加
倍
派
敏
。
州
県
又
畏
紳
士
之
挾
制
。
不
敢

按
地
均
派
。
但
令
書
役
向
里
民
暗
中
調
擾
。
於
過
量
得
之
ヨ
悪
者
。
薙
詞
任
意

科
敏
。
又
倍
於
州
県
之
数
。
…
…
著
方
受
購
。
査
明
毎
年
辮
理
差
務
。
是
否
旗

開
紳
士
。
一
体
按
畝
均
派
。
抑
覧
係
冨
紳
膏
役
。
悉
行
寛
免
。
偏
累
里
民
。
各

府
州
県
清
形
。
或
同
或
異
。
訪
察
明
確
。
応
如
何
裁
減
限
制
。
出
定
章
程
。
拠

実
奏
明
辮
理
。

同
右
、
嘉
慶
二
置
年
一
二
月
謬
説
、
諭
内
閣
、
同
右
、
嘉
憂
二
五
年
一
二
月
丙

申
、
諭
内
閣
。

に
詳
し
い
。

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
鈴
木
、
二
四
八
～
二
四
九
頁
、

⑥
　
同
右
、
嘉
慶
二
五
年
一
ご
月
戊
子
、
諭
軍
機
大
匿
等
。

⑦
　
問
右
、
道
光
元
年
正
月
庚
午
、
諭
軍
機
大
臣
等
。

⑧
　
同
右
、
嘉
慶
二
五
年
一
一
月
戊
午
、
諭
内
閣
。

⑨
　
同
右
、
道
光
元
年
六
月
丁
酉
、
諭
軍
機
大
臣
等
。

⑩
　
同
右
、
道
光
元
年
九
月
辛
亥
、
又
論
。

⑪
前
掲
、
拙
稿
「
清
代
後
期
江
漸
の
財
政
改
革
と
善
玉
」
。

⑫
　
賀
長
齢
『
耐
篭
奏
議
凶
猛
』
巻
四
、
「
革
除
貴
筑
県
差
費
片
」
（
道
光
…
八
年
一

　
二
月
二
一
日
）

　
　
再
省
城
費
筑
県
。
向
有
二
門
差
役
。
訓
解
送
塗
鞘
人
犯
。
及
一
切
差
使
之
費
。

　
　
皆
取
給
於
該
役
。
毎
年
不
下
二
千
余
金
。
該
役
等
費
無
所
出
。
親
籍
詞
訟
案

　
　
件
。
華
麗
連
理
百
姓
。
除
支
応
差
使
丁
。
日
報
籍
以
豊
肥
。
故
里
取
於
民
者
。

　
　
往
往
倍
於
二
千
余
金
之
数
。
或
問
過
之
。
官
歯
舌
苦
。
不
得
不
籍
此
以
供
差

　
　
費
。
難
明
知
其
害
。
而
不
能
除
。
臣
強
暴
後
。
訪
知
此
弊
。
面
諭
該
前
県
李
秀

　
　
発
。
将
此
項
差
役
。
全
行
裁
汰
。
所
輿
望
費
。
悉
旧
説
県
給
発
。
官
難
不
免
苦

　
　
累
。
而
民
之
所
摯
実
多
。

⑬
　
賀
長
齢
『
耐
電
公
贋
存
稿
』
巻
二
、
「
筋
禁
差
役
映
昆
割
」
、
「
莇
除
嶽
役
積
弊

　
劉
」
。

⑭
買
螺
『
退
崖
公
騰
文
字
』
巻
一
、
「
輩
民
省
控
差
止
車
馬
案
調
」

　
　
査
輩
県
地
当
洪
図
。
差
務
絡
繹
。
需
用
車
馬
。
藍
本
処
並
無
車
行
。
禰
係
借
資
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民
力
。
嘉
慶
山
－
山
畑
年
間
。
因
櫛
欝
幽
意
面
輔
。
悪
弊
濫
派
。
経
晶
勝
府
斉
立
面
化
規
久
｝
ハ
。

　
　
出
示
暁
諭
。
並
由
県
遜
集
獄
門
。
妥
議
章
程
。
於
県
龍
門
。
分
署
五
路
公
局
。

　
　
公
認
老
成
股
実
紳
畏
。
強
調
星
流
。
照
料
開
列
名
器
。
幽
艶
埋
標
。
口
触
公
務

　
　
需
要
車
馬
。
由
局
承
応
。
不
仮
書
差
郷
保
之
手
。

⑮
　
前
掲
、
掴
稿
「
清
代
後
期
四
州
に
お
け
る
財
政
改
革
と
公
局
」
。

⑯
　
『
宣
宗
実
録
』
道
光
元
年
五
月
庚
午
、
諭
軍
機
大
臣
等
。

⑰
　
記
録
、
道
光
二
年
正
月
乙
卯
、
直
累
卵
政
使
屠
壬
申
奏
。
原
文
は
、
『
皇
朝
経

　
世
盛
編
』
巻
三
三
、
戸
政
、
賦
役
五
に
「
敬
至
誠
隷
減
差
均
海
門
」
と
し
て
収
録
。

⑲
　
「
敬
講
萢
隷
減
差
均
徳
疏
」

　
　
｛
鳳
省
民
地
共
六
十
余
万
居
唄
。
毎
畝
澱
押
銀
一
分
。
歳
可
得
一
銀
六
十
余
万
両
。
：
：
：

　
　
以
銀
十
八
万
両
。
由
藩
司
分
交
委
員
経
理
。
儘
埋
草
資
用
度
。
以
四
十
万
。
作

　
　
為
院
司
道
府
庁
州
県
辮
公
之
用
。
分
別
衙
門
大
小
。
衝
僻
繁
簡
。
核
実
塩
当
襟

　
　
税
随
規
。
酌
衛
中
数
多
寡
。
瓢
箪
定
条
規
。
立
以
限
制
。
不
許
任
意
浮
錆
。
余

　
　
銀
留
備
荒
鰍
。
…
…
餅
公
設
巳
足
用
。
上
司
即
不
得
再
令
灘
掲
。
収
受
規
礼
。

　
　
而
州
県
一
切
派
差
名
色
。
出
裏
罫
諭
郷
民
。
永
遠
裁
革
。

⑲
　
『
宣
宗
実
録
』
道
光
二
年
嵩
三
月
庚
子
、
諭
内
閣
。
原
文
は
、
『
皇
朝
経
世
文

　
編
』
巻
三
三
、
戸
政
、
賦
役
五
に
「
覆
議
減
差
均
催
利
弊
疏
」
と
し
て
収
録
。

⑳
「
覆
審
減
磁
言
草
利
弊
疏
」
。

⑪
　
佐
伯
窟
『
中
国
塩
政
史
の
研
究
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
七
年
、
六
六
七
～
六

　
七
一
頁
。

＠
　
拙
稿
「
清
代
江
南
の
牙
行
」
『
東
洋
学
報
』
七
四
巻
一
・
二
号
、
㎝
九
九
三
年
。

＠＠
何
れ
も
『
皇
朝
経
世
文
無
』
巻
三
三
、
戸
政
、
賦
役
五
に
収
録
。

「
論
差
循
書
」

従
前
随
規
未
准
明
収
。
州
県
猶
得
籍
口
。
今
則
明
奉
諭
鷺
。
凡
銭
糧
之
平
余
。

雑
税
之
存
剰
。
行
戸
之
単
果
。
世
話
之
規
礼
。
悉
准
取
用
。
是
儘
足
辮
公
。
尚

何
所
借
日
乎
。
且
恐
州
県
籍
有
爵
取
随
規
之
旨
。
無
雑
差
影
射
。
混
作
随
規
。

勢
必
明
目
張
胆
。
愈
難
誹
求
。
都
田
畏
無
知
。
敦
能
坐
高
何
者
為
雑
差
。
何
者

　
　
界
隈
規
。
予
取
硬
磁
。
莫
敢
誰
何
。
而
窮
畏
角
笛
聯
上
夷
。
是
州
県
派
取
罠
關

　
　
各
項
雑
差
。
於
此
時
尤
当
革
除
浄
尽
。
不
可
稽
留
萌
芽
生
麺
。

⑯
　
『
皇
朝
殿
堂
同
光
奏
議
』
巻
二
七
下
、
戸
政
、
賦
役
、
裳
銑
「
叢
－
弊
従
権
恐
滋

　
流
弊
疏
」
。

⑳
　
那
彦
成
『
那
文
毅
公
藍
鼠
』
巻
七
二
、
「
請
禁
私
法
」
。

⑰
　
『
宣
宗
実
録
』
道
光
七
年
一
二
月
壬
辰
、
諭
内
閣

　
　
給
豊
中
托
明
奏
。
…
…
京
師
西
北
一
帯
。
州
県
差
役
。
籍
官
碕
勢
。
除
応
派
差

　
　
観
外
。
毎
年
額
外
勒
索
。
盈
千
仁
万
之
多
。
其
宣
化
府
之
懐
来
県
南
山
籾
八
処
。

　
　
更
有
添
派
月
柴
・
月
炭
・
豆
石
。
及
県
署
需
用
梨
品
等
項
言
文
。
按
月
苛
敏
。

　
　
追
窮
幸
田
不
柳
生
。
…
…
著
盧
蔭
溝
・
何
凌
漢
・
屠
之
申
。
厳
飾
所
属
道
府
。

　
　
認
真
詳
察
。
県
有
前
項
弊
端
。
立
即
査
明
懲
辮
。
偏
行
出
示
暁
諭
。
除
例
欝
差

　
，
韓
国
。
一
切
悉
行
立
革
。
不
訓
導
有
派
累
。
以
杜
積
弊
。
而
憤
謄
躍
。

＠＠＠⑳⑫

岡
右
、
道
光
八
年
正
月
庚
午
、
護
薬
圃
総
督
屠
之
申
奏
。

同
右
、
道
光
輝
年
三
月
乙
5
5
、
諭
内
閣
。

同
右
、
道
光
一
一
年
二
月
甲
申
、
諭
軍
機
大
臣
等

御
史
周
作
謹
奏
。
直
隷
差
鑑
受
累
。
講
蜥
査
禁
一
編
。
拠
称
直
隷
州
県
派
差
之

弊
。
一
応
於
郷
保
之
浮
派
。
毎
韻
学
使
過
越
。
先
行
出
票
勅
派
各
戸
車
馬
。
十

倍
於
差
事
之
用
。
…
…
一
累
於
霞
差
之
拗
索
。
当
各
戸
派
出
車
馬
之
後
。
一
経

輸
納
。
差
察
既
竣
。
雑
作
官
物
。
無
爵
領
導
。
而
於
自
明
車
馬
緻
送
到
官
。
書

差
勒
索
規
銭
、
『
つ
難
更
甚
。

同
右
、
道
光
…
二
年
正
月
庚
午
、
諭
内
閣

又
州
累
惨
鼻
雇
車
。
毎
轡
型
数
之
外
。
加
倍
雇
寛
。
内
有
不
急
前
往
者
。
賄
求

差
役
縦
放
。
該
役
等
籍
以
飽
其
慾
蟹
。

同
右
、
道
光
＝
隔
年
二
月
庚
午
、
諭
内
閣

惟
各
項
差
使
。
一
経
出
乱
撃
差
。
仮
手
吏
役
郷
保
。
科
派
侵
呑
。
種
種
滋
弊
。

不
可
不
厳
行
飾
禁
。
掌
編
鶏
群
莇
所
属
地
方
官
。
遇
有
差
使
。
務
当
先
期
明
示

暁
論
。
概
不
准
経
捌
役
買
手
。
以
致
重
重
離
職
。
不
均
不
平
。
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＠＠＠＠
同
右
、
道
光
二
〇
年
一
一
月
乙
卯
、
諭
内
閣
。

同
調
、
道
光
二
一
年
九
月
丙
寅
、
諭
内
閣
。

同
宿
、
道
光
一
一
年
一
一
月
置
午
、
尊
君
。

同
右
、
道
光
一
一
一
年
一
二
月
乙
卯
、
諭
軍
機
大
臣
等

有
人
奏
。
向
来
道
府
辮
公
。
惟
資
養
護
。
各
省
灘
工
率
多
。
菖
蒲
無
幾
。
不
得

不
取
給
於
隈
規
。
…
…
近
来
道
府
所
延
尺
友
。
令
州
県
公
出
盛
楠
。
直
隷
即
如

此
辮
理
等
語
。
上
年
因
蒋
兆
幡
稟
訂
一
案
。
降
旨
令
各
督
撫
。
厳
禁
願
規
。
原

　
以
該
州
県
量
能
自
出
己
資
。
無
漏
陵
削
三
囲
。
以
為
重
治
暦
計
。
若
如
所
奏
。

　
直
隷
道
府
延
請
幕
友
。
倶
係
州
県
公
出
俗
…
補
。
三
州
実
有
其
事
。
如
此
変
易
名

　
目
。
量
即
能
免
属
員
計
告
之
端
。
著
碕
善
。
将
三
省
現
在
如
何
篇
目
。
確
実
査

　
明
。
拠
実
具
奏
。

⑳
　
同
右
、
道
光
一
三
年
置
月
乙
未
、
又
諭
。

⑲
　
同
情
、
道
光
一
九
年
～
○
月
丁
亥
、
又
諭
、
同
右
、
道
光
一
九
年
一
二
月
甲
戌
、

　
又
諭
。

二
　
差
徳
・
随
規
の
徴
収
形
態

月代後期直隷・山東における差径と随規（山本）

　
o
D
　
直
　
　
隷
　
　
省

　
道
光
期
に
は
中
央
で
論
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
直
面
差
榴
も
、
地
方
志
に
は
あ
ま
り
登
場
し
な
い
。
但
し
、
差
揺
及
び
そ
れ
に
付
随
し
た

随
規
は
民
国
初
ま
で
存
続
し
た
。
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
に
よ
る
と
、
旧
正
定
府
講
習
県
北
柴
村
に
お
け
る
聞
き
取
り
で
は
「
大
車
と
草
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

差
と
い
う
、
馬
糧
と
し
て
の
草
を
国
府
に
大
車
で
納
め
さ
せ
た
。
こ
れ
を
差
揺
と
言
っ
た
ト
が
「
民
国
六
年
以
後
な
く
な
っ
た
」
と
語
ら
れ
て

お
り
、
駅
姑
が
需
要
す
る
車
馬
の
供
出
と
い
う
国
家
的
謬
言
の
残
存
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
一
方
、
旧
永
平
府
昌
黎
県
侯
家
営
で
の
聞
き
取
り

で
は
、
更
代
の
雑
差
に
つ
い
て
「
当
時
県
に
は
警
察
に
当
る
三
班
六
塵
が
お
り
、
そ
の
俸
給
は
こ
れ
に
よ
っ
て
払
っ
た
」
、
「
二
月
と
八
月
に
納

め
た
」
、
「
（
毎
年
の
額
は
）
き
ま
っ
て
い
な
い
。
多
い
時
も
少
な
い
時
も
あ
る
」
、
「
（
額
は
）
県
の
紳
士
が
き
め
て
い
た
。
県
に
事
が
あ
る
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

集
め
て
相
談
し
た
。
こ
の
額
も
紳
士
と
登
窯
が
相
談
し
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
の
差
癌
と
は
別
に
地
方
的
微
収
と
し
て
の
雑
差

が
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
学
内
の
俸
給
支
辮
な
ど
を
認
的
と
し
、
知
県
が
紳
士
と
協
議
し
て
毎
年
徴
収
額
を
決
定
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
地

方
志
に
見
ら
れ
る
、
「
差
儘
」
は
、
後
者
即
ち
地
方
的
徴
収
を
指
し
て
い
る
。

　
順
天
府
に
つ
い
て
こ
三
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
豊
隆
『
三
河
県
志
晦
巻
五
、
賦
役
、
に
は
「
国
家
の
頼
む
所
の
者
は
憺
財
賦
の
み
。
地
方
の
重

ん
ず
る
所
の
者
は
点
差
篠
の
み
」
と
あ
り
、
差
癌
は
地
方
行
政
の
た
め
の
財
源
と
し
て
、
国
家
財
政
と
明
確
に
対
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
民
国
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『
十
和
志
』
に
は
「
旧
志
に
は
径
役
の
記
載
が
無
く
、
樒
役
が
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
光
緒
年
間
に
も
氷
・
炭
・
果
物
・
泥
工
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

鉄
工
・
石
工
・
風
塵
な
ど
の
名
目
で
循
費
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
」
と
あ
り
、
地
方
衙
門
が
必
要
と
す
る
物
品
や
役
務
の
調
達
を
名
目
と
し
て
差

鉛
銭
が
科
派
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
他
民
国
『
覇
県
志
』
に
よ
る
と
、
雍
正
初
の
如
実
併
出
以
後
も
同
県
に
は
「
…
窒
船
」
と
「
貢
鴨
」
の
二
種
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
差
務
が
残
存
し
、
県
の
郷
紳
が
「
的
款
」
と
呼
ば
れ
る
基
金
を
運
用
し
、
そ
の
利
息
で
差
務
を
支
辮
し
て
い
た
。

　
差
揺
は
按
敵
灘
派
さ
れ
ず
、
村
塾
単
位
に
灘
派
（
割
り
付
け
）
さ
れ
て
い
た
。
保
定
府
墨
型
国
『
完
県
新
座
』
に
よ
る
と
、
差
揺
と
は
無
代
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

衙
門
が
徴
収
し
て
い
た
粟
餅
・
体
重
・
官
馬
の
折
価
（
貨
幣
で
の
代
納
）
の
こ
と
で
あ
り
、
民
国
以
降
も
村
単
位
で
科
派
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

出
府
民
国
『
新
城
県
志
』
も
、
差
揺
は
「
村
荘
の
大
小
を
按
照
し
て
酌
量
分
配
す
る
に
係
わ
る
」
と
記
す
。
ま
た
、
同
室
民
国
『
雄
県
新
盤
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
よ
る
と
、
清
代
本
県
の
差
揺
は
号
草
・
号
豆
・
土
圷
・
麦
糠
な
ど
九
項
臼
に
分
か
れ
、
均
し
く
各
回
に
灘
派
さ
れ
て
い
た
と
あ
り
、
正
定
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

属
民
国
『
続
事
体
城
県
志
』
に
も
「
差
揺
は
村
荘
の
大
小
を
按
じ
て
灘
派
す
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
州
県
衙
門
は
村
を
単
位
と
し
て
差
徳
の

総
額
を
割
り
当
て
る
に
止
め
、
各
戸
の
負
担
額
は
民
間
で
相
互
に
調
整
さ
せ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
村
か
ら
糧
戸
へ
の
差
榴
の
割
り
付
け

方
法
に
つ
い
て
は
、
地
方
志
に
は
記
述
が
な
い
が
、
順
天
春
菊
域
県
を
中
心
と
し
た
地
方
諸
君
で
あ
る
『
順
天
府
棺
案
』
（
『
宝
抵
県
櫨
案
』
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

よ
る
と
、
膏
苗
会
の
よ
う
な
村
落
の
自
発
的
組
織
が
割
り
付
け
や
徴
収
に
関
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
但
し
、
差
揺
の
全
て
が
村
落
に
科
派
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
商
品
流
通
が
比
較
的
発
達
し
た
地
域
で
は
流
通
業

者
か
ら
の
徴
収
も
存
在
し
た
。
天
津
府
属
塩
山
県
の
地
方
志
、
民
国
『
塩
山
新
島
』
に
よ
り
こ
の
事
実
を
確
認
し
よ
う
。

　
同
書
に
よ
る
と
「
直
隷
の
差
循
は
、
清
初
以
来
人
民
の
苦
難
で
あ
っ
た
が
、
塩
山
だ
け
は
軽
微
で
あ
っ
た
」
ら
し
い
。
そ
の
理
由
は
、
康
煕

九
年
（
一
六
七
〇
）
、
知
県
黄
貞
麟
が
雑
差
十
項
目
を
革
除
し
、
ま
た
紬
織
劉
沢
螺
が
退
官
後
、
私
費
約
四
七
〇
両
を
拠
出
し
て
「
土
台
」
を
肩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

代
わ
り
し
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
黄
・
劉
の
改
革
後
、
塩
山
の
差
担
重
負
担
は
殆
ど
解
消
し
た
。
こ
う
し
て
本
来
の
差
上
は
整
理
さ
れ
た
が
、

一
方
「
此
の
後
舟
守
が
次
第
に
増
加
し
、
負
担
は
却
っ
て
他
県
よ
り
重
く
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
恐
ら
く
一
九
世
紀
以
降
深
刻

化
し
た
の
だ
ろ
う
。
但
し
、
塩
山
の
随
規
は
「
大
抵
官
が
其
の
七
八
を
得
、
吏
が
其
の
三
四
を
染
む
。
然
る
に
皆
之
を
牙
檜
・
湿
地
の
徒
よ
り
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清代後期直隷・山東における差倍と噸規（山本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

出
だ
し
、
而
し
て
民
此
れ
に
与
ら
ず
。
亦
他
県
の
希
う
所
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
糧
戸
・
村
荘
か
ら
直
接
徴
収
し
て
い
た
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

く
、
牙
櫓
即
ち
仲
介
業
者
や
書
吏
・
衙
役
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
て
い
た
。
前
者
は
牙
帖
掲
な
ど
仲
介
業
者
の
営
業
税
の
類
で
あ
ろ
う
。
後
者
は

書
吏
・
衙
役
な
ど
が
需
為
す
る
手
数
料
・
付
加
税
の
類
で
あ
ろ
う
。
書
役
に
よ
る
晒
規
需
索
は
一
九
世
紀
中
国
全
土
で
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て

お
り
、
他
の
州
県
が
こ
の
方
式
を
希
求
し
た
と
は
思
え
な
い
が
、
牙
櫓
か
ら
の
営
業
税
徴
収
は
地
方
志
で
は
他
に
類
例
を
見
ず
、
各
州
県
の
注

目
を
浴
び
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
塩
山
県
は
大
運
河
と
は
直
接
連
絡
し
て
い
な
い
が
、
天
津
や
山
東
省
北
部
と
近
接
し
て
お
り
、

定
期
市
で
の
交
易
活
動
は
活
発
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
民
国
以
降
既
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
「
差
揺
」
や
「
官
価
採
買
」
が
復
活
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

塩
山
で
は
軽
微
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
価
採
買
と
は
国
家
が
若
干
の
対
価
を
支
給
し
て
必
需
物
資
を
調
達
す
る
制
度
で
あ
り
、
嬉
々
と
の

関
係
が
強
い
徴
収
形
態
で
あ
る
。

　
さ
て
業
繋
塩
山
で
は
、
他
の
州
県
と
同
様
享
徳
本
体
よ
り
随
規
が
負
担
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
他
「
例
外
雑
差
」
と
呼
ば
れ
る
厚
志
が
あ

っ
た
。
例
外
思
差
は
差
僑
の
支
辮
に
名
を
借
り
た
地
方
的
徴
収
で
あ
り
、
「
煤
車
」
・
「
棘
沸
し
・
「
協
済
馬
」
に
分
類
さ
れ
た
。
導
車
と
は
知
県

の
薪
炭
費
で
、
着
任
時
に
鰻
擁
す
る
正
規
と
年
毎
に
餓
送
す
る
歳
規
と
に
分
別
さ
れ
、
牲
畜
の
多
寡
に
長
じ
て
灘
派
さ
れ
る
。
棘
麦
と
は
監
獄

の
維
持
経
費
で
、
戸
毎
に
灘
派
さ
れ
る
。
両
者
は
何
れ
も
郷
地
（
地
謡
）
が
徴
収
し
て
い
た
。
一
方
、
協
済
馬
は
同
治
七
年
（
一
八
六
八
）
に
新
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

さ
れ
、
知
県
交
替
に
お
け
る
交
通
費
支
給
を
霞
形
と
し
、
四
鎮
の
家
畜
経
紀
に
灘
派
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
壇
山
で
は
例
外
雑
差
の
」
部

も
、
流
通
業
老
の
負
担
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
民
国
期
に
は
、
塩
山
の
隻
数
は
市
集
の
牙
檜
（
経
紀
）
が
納
め
る
「
牙
規
」
（
年
額
馬
銭
二
三
二
七
千
文
）
・
知
県
赴
任
の
際
に
牙
倫
よ
り
徴
収
す

る
「
到
任
規
」
（
年
額
二
本
二
九
二
八
千
文
）
・
言
書
（
代
書
人
）
が
納
め
る
「
膏
規
」
（
年
額
京
銭
一
三
＝
千
文
）
に
整
理
さ
れ
た
。
こ
の
三
項
は
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

緒
中
葉
以
降
急
速
に
増
大
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
流
通
へ
の
課
税
は
一
定
の
合
理
性
を
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
牙
櫓
か
ら
の
規
費
の
需
索

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
、
一
般
民
衆
へ
転
嫁
さ
れ
る
危
険
性
も
孕
ん
で
い
た
。

　
流
通
部
門
か
ら
の
地
方
行
政
経
費
の
徴
収
は
、
民
国
以
降
更
に
増
大
し
、
州
県
財
源
か
ら
省
財
源
へ
と
昇
格
す
る
。
例
え
ば
、
順
天
府
属
民
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⑯

国
『
順
義
事
案
』
に
よ
る
と
、
民
国
期
に
は
鼻
塞
税
は
省
財
政
に
組
み
込
ま
れ
、
歳
入
の
大
宗
を
占
め
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
羊
歯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

民
国
『
香
扁
虫
志
』
に
も
、
近
年
憎
相
収
入
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
る
。
因
み
に
塩
山
県
で
は
、
光
緒
以
前
布
政
司
へ
提
解

（
送
金
）
す
べ
き
定
額
は
牙
帖
俗
謡
・
牙
税
八
両
で
あ
り
、
こ
の
他
県
が
薮
潜
〇
〇
両
の
掲
銀
を
市
檜
よ
り
徴
収
し
て
い
た
が
、
光
緒
末
に
は
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

輸
も
省
財
政
に
吸
収
さ
れ
、
宜
統
二
年
の
調
査
に
拠
る
と
県
は
布
政
司
に
五
三
五
両
を
上
納
し
て
い
る
。

　
こ
の
他
、
保
定
石
盛
民
国
『
燈
油
新
志
』
に
も
「
本
県
の
心
行
・
経
紀
は
、
こ
れ
ま
で
定
数
が
無
く
、
知
県
よ
り
牙
帖
や
獲
麟
（
鑑
札
）
を
頒

給
さ
れ
て
営
業
し
、
概
ね
卯
規
（
随
規
の
…
種
）
や
揺
藻
を
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
清
末
あ
ら
ゆ
る
騒
騒
は
、
斗
行
・
三
春
・
鮮
菜
行
・
麻

行
・
独
行
・
三
皇
行
・
菜
行
・
信
衣
行
・
柿
子
柿
餅
行
・
下
行
・
布
行
・
猪
口
行
・
銀
行
・
醤
行
・
早
行
・
鹿
子
行
・
灰
血
行
・
大
米
行
・
糠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

濫
行
・
雑
項
行
に
分
別
さ
れ
、
盛
行
税
率
は
三
％
と
定
め
ら
れ
た
」
と
あ
り
、
や
は
り
清
末
に
牙
行
税
の
徴
収
が
本
格
化
し
た
こ
と
を
示
す
。

但
し
同
書
は
、
清
宋
ま
で
の
牙
行
・
経
紀
か
ら
の
随
規
徴
収
に
つ
い
て
は
否
定
し
て
い
る
。
清
代
雄
県
で
流
通
か
ら
の
地
方
的
徴
収
が
全
く
無

か
っ
た
と
は
信
じ
難
い
が
、
地
域
的
に
見
る
と
、
長
城
以
北
】
帯
及
び
長
城
以
南
の
保
定
府
や
正
定
府
な
ど
西
部
諸
職
州
で
は
、
商
業
が
相
対

的
に
未
発
達
で
、
流
通
へ
の
依
存
度
は
低
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
依
存
度
の
高
か
っ
た
地
域
は
、
北
京
・
天
津
二
大
都
市
と
大
運
河

を
擁
す
る
順
天
府
・
天
津
府
・
河
間
府
及
び
省
最
南
部
の
順
徳
・
広
平
・
大
名
三
値
、
趙
州
・
翼
州
二
直
隷
州
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
先
ず
順
天
・
天
津
両
府
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
如
く
清
末
よ
り
興
行
・
経
紀
か
ら
の
徴
税
が
急
増
し
て
い
た
が
、
史
料
を
も
う
一
点
追
加
し

ょ
う
。
天
津
府
属
民
国
『
青
県
志
』
に
よ
る
と
、
民
国
期
同
県
の
地
方
行
政
経
費
は
牙
行
・
経
紀
か
ら
の
掲
税
・
借
款
と
村
単
位
で
農
民
に
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

派
さ
れ
る
随
規
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
県
の
雑
税
に
は
田
房
税
・
牲
歯
面
・
牙
帖
税
が
あ
り
、
清
末
の
新
政
施
行
以
後
急
伸
し

　
　
　
⑳

た
と
あ
る
。
流
通
業
者
へ
の
科
派
は
、
光
緒
新
政
を
皮
切
り
に
増
大
し
た
ら
し
い
。

　
次
に
河
間
府
に
つ
い
て
。
民
国
『
交
具
申
志
』
に
よ
る
と
、
清
代
よ
り
典
当
・
甲
長
（
保
甲
制
の
車
首
）
・
牙
行
に
対
し
て
規
費
（
製
図
）
が
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

課
さ
れ
て
お
り
、
民
国
期
に
は
妥
当
・
牙
行
の
規
費
は
公
署
の
経
費
に
充
当
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
民
国
『
景
県
志
』
に
よ
る
と
、
当
税
・
牙

税
な
ど
の
雑
税
が
民
国
以
降
急
増
し
た
と
あ
る
。
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続
い
て
豊
州
直
隷
州
に
つ
い
て
。
民
国
『
警
士
志
』
に
よ
る
と
、
民
国
四
年
（
一
九
｝
五
）
暴
論
新
章
程
制
定
以
降
、
牙
税
収
入
が
数
十
倍
に

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

著
増
し
た
と
あ
り
、
民
国
『
南
宮
県
志
』
に
も
、
岡
様
の
記
述
が
あ
る
。
但
し
、
光
緒
以
前
の
随
規
痘
毒
の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

趙
州
直
隷
州
に
つ
い
て
。
民
国
『
高
邑
県
志
』
に
よ
る
と
、
清
代
に
は
牙
税
正
税
及
び
年
税
繍
余
（
付
加
税
）
を
布
政
司
に
提
解
し
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

更
に
県
が
盲
虻
を
徴
収
し
て
い
た
と
あ
る
。
光
緒
新
政
に
よ
る
牙
行
掲
税
な
ど
の
省
財
政
へ
の
組
み
入
れ
以
降
も
、
州
県
は
牙
行
よ
り
詳
言
を

微
収
し
続
け
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
順
徳
・
広
平
・
大
名
三
塁
に
つ
い
て
は
、
民
国
『
定
斎
志
』
に
「
直
隷
の
差
樒
は
大
名
・
順
徳
・
広
平
三
府
で
最
も
煩
重
で
あ
る
。
定
県
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

省
南
部
に
位
置
し
て
い
る
が
、
毒
婦
は
他
県
よ
り
軽
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
省
内
で
晶
群
が
最
も
重
か
っ
た
。
ま
た
広
平
府
属
民

国
『
威
県
志
』
に
よ
る
と
、
差
徳
は
清
宋
磁
衙
門
の
随
規
で
あ
り
、
号
車
・
土
杯
・
聚
茨
・
栽
柳
の
名
目
で
村
単
位
に
科
派
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
と
は
別
に
当
規
・
真
鶴
税
・
牙
言
忌
・
棉
花
秤
規
・
布
店
構
規
・
換
馬
規
な
ど
商
業
・
流
通
か
ち
の
規
費
が
存
在
し
た
と
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
直
隷
の
差
揺
は
省
南
部
を
重
点
と
し
て
賦
課
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
実
は
国
家
的
差
徳
即
ち
駅
靖
車
馬
な
ど
中
央
政
府
が

需
要
す
る
本
来
の
差
樒
よ
り
、
差
揺
に
籍
口
し
た
地
方
的
徴
収
即
ち
随
規
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
隈
規
の
多
く
は
、
牙
檜
な
ど
の
流
通
業
者

に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
て
い
た
。
地
方
行
政
経
費
の
多
く
を
流
通
部
門
か
ら
の
徴
収
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
隷
省
当
局
は
光
緒
新
政
ま
で

抜
本
的
な
差
回
改
革
を
回
避
し
得
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
州
県
レ
ベ
ル
で
は
部
分
的
な
改
革
が
試
み
ら
れ
た
所
も
あ
る
。

　
清
朝
中
央
で
蒙
衝
整
理
が
議
論
さ
れ
て
い
た
道
光
一
二
年
（
一
八
三
二
）
、
正
定
府
二
丈
県
で
は
知
県
沈
塾
生
に
よ
り
雑
差
が
定
額
化
さ
れ
、
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

軍
隊
が
必
要
と
す
る
物
資
は
差
工
銭
に
よ
っ
て
採
証
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。
威
豊
元
年
（
一
八
五
一
）
一
二
月
に
は
、
直
隷
総
督
訥
爾
経
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
り
馬
溜
直
隷
州
で
差
務
章
程
が
制
定
さ
れ
、
面
差
が
図
ら
れ
た
。
永
平
府
面
罵
で
は
、
道
光
・
威
豊
年
間
よ
り
差
徳
の
徴
収
が
無
制
限
に

な
り
、
書
吏
・
衙
役
に
よ
る
需
索
が
農
民
を
苦
し
め
た
が
、
同
治
一
〇
・
一
一
年
（
一
八
七
一
・
七
二
）
知
歯
游
智
開
・
朱
靖
旬
に
よ
り
兵
差
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

定
額
化
が
実
施
さ
れ
た
。
順
天
府
工
手
県
で
は
、
光
緒
一
〇
年
（
一
八
八
四
）
知
県
楊
謙
柄
が
経
費
銀
二
千
両
を
用
い
て
官
車
局
を
設
置
し
、
膿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

馬
四
五
頭
・
大
車
一
三
輌
・
輻
車
一
三
輌
を
購
入
し
て
、
差
揺
を
支
藩
さ
せ
た
。
ま
た
保
定
府
営
都
県
で
も
、
下
緒
二
一
年
立
県
李
兆
珍
が
公
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⑬

金
三
千
両
を
運
用
し
、
民
間
の
差
車
費
を
補
助
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
差
径
改
革
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
実
施
地
域
が
盛
京

へ
の
通
路
に
当
た
る
永
平
府
や
山
西
へ
の
通
路
に
沿
う
順
天
府
・
保
定
府
・
正
定
府
・
易
州
な
ど
、
交
通
の
要
衝
で
本
来
の
差
揺
が
煩
重
な
地

域
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
関
連
し
て
第
二
に
、
改
革
の
対
象
は
本
来
の
差
儘
が
中
心
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
に
、
道
光
初
の
改
革
派
が

提
起
し
た
按
畝
灘
派
方
式
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
は
対
十
一
に
、
差
揺
よ
り
も
随
規
の
方
が
重
く
、
そ
の
多
く
を
流
通
課
税
に
依
拠
し
て
い
た
省
南
部
地
域
で
は
、
一
部
の
州
県
で
按

畝
灘
派
の
実
施
が
試
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
順
徳
府
岩
登
県
で
は
、
同
治
二
年
（
一
八
六
三
）
県
民
の
差
径
章
程
制
定
要
求
を
受
け
、
知
県
王
賓
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

平
民
と
章
程
を
審
議
し
、
音
差
・
論
賛
差
・
社
差
・
楷
草
の
不
幸
（
を
名
目
と
し
た
随
規
）
を
畝
毎
に
制
銭
で
灘
派
す
る
よ
う
改
め
た
。
ま
た
大

名
府
東
明
県
で
も
、
光
緒
八
年
知
県
張
宗
祈
が
章
程
を
制
定
し
、
繁
雑
な
差
癌
を
按
調
革
派
に
収
敏
し
、
銭
糧
と
同
時
に
微
号
す
る
こ
と
と
し

た
。
分
配
方
法
は
、
毎
年
千
両
を
省
や
府
が
県
に
灘
派
す
る
各
種
摘
輸
鰻
掴
（
強
制
的
寄
付
金
上
納
）
の
た
め
に
備
蓄
し
、
残
余
を
県
で
使
用
し

た
。
こ
の
内
八
割
を
葺
草
・
馬
匹
・
車
輌
な
ど
駅
姑
が
需
要
す
る
本
来
の
差
樒
支
辮
及
び
典
史
・
巡
検
へ
の
補
助
金
に
充
当
し
、
二
割
を
書
評
・

軍
役
に
支
給
し
た
。
更
に
白
州
直
濃
州
寧
晋
県
で
も
、
差
脚
は
物
納
か
ら
貨
幣
納
に
変
わ
っ
て
い
た
が
、
野
里
三
一
年
知
県
界
本
締
が
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

按
畝
灘
派
し
、
毎
畝
制
銭
三
〇
文
を
銭
糧
と
同
時
に
徴
収
し
た
。

　
こ
う
し
て
道
無
期
に
は
実
現
を
見
な
か
っ
た
差
揺
（
無
規
）
の
定
額
細
鱗
化
と
按
食
滞
派
制
度
の
実
施
は
、
清
末
省
南
部
先
進
地
域
の
一
部
で

自
発
的
に
始
ま
り
、
民
国
期
に
各
地
へ
普
及
し
て
い
っ
た
。
旧
年
隷
の
地
方
志
に
は
、
民
国
以
降
国
家
的
差
樒
の
消
減
と
隈
規
即
ち
地
方
的
徴

収
の
県
財
政
へ
の
昇
格
、
按
畝
灘
派
方
式
へ
の
変
更
を
語
る
史
料
が
多
数
散
見
さ
れ
る
。
但
し
、
全
省
的
な
黙
黙
改
革
は
遂
に
実
施
さ
れ
ず
、

省
レ
ベ
ル
で
の
差
徳
章
程
も
最
後
ま
で
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
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②
　
山
　
　
東
　
　
省

直
隷
と
比
較
す
る
と
、
山
東
で
は
振
興
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
地
方
志
が
格
段
に
少
な
く
、

河
南
に
到
っ
て
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
し
か
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し
、
山
東
に
は
直
隷
に
は
見
ら
れ
な
い
地
方
的
徴
収
が
存
在
す
る
。
概
し
て
山
東
は
、
省
西
部
を
大
運
河
が
通
っ
て
い
る
た
め
商
品
流
通
が
活

発
で
あ
り
、
ま
た
華
北
諸
省
の
中
で
は
木
棉
な
ど
の
商
品
生
産
が
最
も
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
れ
毒
中
樒
や
墨
黒
も
、
・
商
品
生
産
や
商
品

流
通
に
付
随
し
て
微
収
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
数
点
の
地
方
志
史
料
に
よ
っ
て
確
認
し
よ
う
。

　
威
豊
『
済
寧
直
羽
州
志
』
巻
三
、
賦
役
、
雑
税
の
項
に
は
、
不
正
規
徴
収
に
関
す
る
興
味
深
い
文
章
が
数
点
付
記
さ
れ
て
い
る
。
一
点
は
文

末
に
呉
樫
『
牧
政
録
』
所
収
と
記
さ
れ
た
「
雑
差
論
」
で
あ
り
、
内
容
よ
り
康
煕
三
〇
年
代
の
知
州
の
文
章
と
推
定
さ
れ
る
。
も
う
一
点
は
知

州
徐
宗
幹
著
「
革
小
車
行
示
」
で
、
作
者
は
道
光
一
八
年
七
月
か
ら
二
一
年
一
二
月
ま
で
米
州
に
在
任
し
て
い
た
。

　
先
ず
「
雑
差
論
」
を
通
し
て
清
初
の
地
方
的
徴
収
を
垣
間
見
よ
う
。
冒
頭
で
作
老
は
「
大
運
河
沿
線
の
州
県
に
は
、
丁
銀
の
他
、
馬
革
の
役

が
科
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
力
役
を
徴
収
す
る
が
、
や
は
り
国
家
の
要
求
す
る
正
差
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
他
の
心
界
は
存
在
し
な
い
。
し

か
し
済
寧
で
は
、
古
く
か
ら
の
習
慣
と
し
て
無
名
の
差
が
甚
だ
多
く
、
里
民
は
擾
累
に
堪
え
難
い
」
と
述
べ
、
具
体
的
に
本
州
衙
門
の
隈
規
と

し
て
、
門
子
・
禁
卒
・
燈
夫
・
輪
夫
・
庫
子
な
ど
衙
役
へ
の
給
付
や
、
新
知
州
到
任
時
の
舗
耳
順
宅
・
修
理
衙
門
と
い
っ
た
公
邸
・
役
所
の
維

持
経
費
の
名
前
を
列
挙
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
科
派
は

　
　
　
あ
　
ら

　
　
　
一
応
ゆ
る
公
用
の
物
、
一
つ
と
し
て
地
方
の
行
戸
の
承
直
有
ら
ざ
る
は
無
し
。
曾
て
傘
｝
柄
を
備
う
る
に
、
牌
甲
の
銭
を
派
す
る
こ
と
八
十
千
文
に
至
る

　
　
　
者
有
り
。
一
事
此
の
如
く
ん
ば
、
其
の
他
知
る
製
し
。
州
由
り
之
を
推
さ
ば
、
激
ち
上
下
衙
門
、
概
ね
知
る
記
し
契
。

と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
丁
銀
及
び
国
家
的
玉
篠
の
他
、
各
種
の
地
方
的
徴
収
が
存
在
す
る
と
い
う
状
況
は
、
独
り
済
寧
州
の
み
の
現
象
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
公
用
物
の
調
達
は
在
地
の
星
行
に
当
番
欄
で
請
け
負
わ
せ
て
お
り
、
牌
甲

は
牙
行
に
対
し
不
当
に
高
額
な
差
倍
銭
を
科
派
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
続
け
て
作
者
は

　
　
　
更
に
笑
う
可
き
者
は
、
某
地
方
は
塗
れ
某
衙
の
坐
差
、
某
工
匠
は
罷
れ
某
衙
門
の
占
役
に
て
、
凡
そ
百
工
技
芸
の
人
、
一
と
し
て
衙
門
に
分
認
せ
ざ
る
は

　
　
　
無
し
。
此
の
衙
門
に
答
応
ず
る
者
は
、
彼
の
衙
門
即
ち
伝
喚
す
る
を
得
ず
。

と
語
り
、
衙
役
毎
に
坪
勘
を
科
派
す
る
地
方
（
縄
張
り
）
を
占
有
し
、
衙
門
毎
に
差
潮
を
請
け
負
わ
せ
る
職
人
を
囲
い
込
ん
で
い
る
状
況
を
、
や
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や
自
嘲
的
に
紹
介
し
て
い
る
。
七
七
だ
け
で
な
く
、
農
民
や
職
人
も
随
規
需
索
体
系
に
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
一
文
よ
り
窺
わ
れ
る
。

　
後
半
で
は
、
筆
者
が
知
州
到
任
直
後
よ
り
、
必
需
物
資
調
達
に
際
し
て
代
価
を
支
給
す
る
な
ど
、
差
樒
改
革
に
努
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
が
、
河
道
総
督
干
成
心
・
董
安
国
が
総
督
衙
門
の
修
理
と
舗
設
の
備
緋
（
宴
席
な
ど
の
設
備
を
整
え
る
こ
と
）
を
行
っ
た
時
、
費
用
が
不
足
し
た

の
で
、
こ
れ
ら
を
地
方
の
舗
戸
に
負
担
さ
せ
た
時
に
は
、
止
む
を
得
ず
指
示
に
従
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
れ
ら
は
沿
河
州
県
官
が

掲
廉
し
て
公
備
す
べ
き
で
あ
り
、
民
間
に
灘
派
す
る
の
は
良
く
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
最
後
に

　
　
数
年
来
、
凡
そ
工
匠
夫
役
と
一
切
の
動
用
の
物
は
、
一
緕
一
粒
た
り
と
も
、
倶
に
民
間
に
照
ら
し
、
工
値
の
平
価
を
給
与
し
、
厨
火
等
失
も
、
亦
自
ら
工

　
　
食
を
給
し
、
未
だ
嘗
て
自
ら
一
人
を
も
役
せ
ず
、
一
草
を
も
派
取
せ
ず
。

と
断
じ
、
地
方
行
政
の
必
需
物
資
は
官
費
で
自
己
調
達
し
て
い
る
と
宣
言
し
て
い
る
。

　
我
々
は
「
雑
事
論
」
よ
り
、
一
七
世
紀
末
の
蛇
足
州
で
は
、
地
方
的
徴
収
が
主
と
し
て
在
地
の
牙
行
に
科
派
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

商
工
業
者
が
組
織
し
た
同
業
組
合
に
対
す
る
随
規
の
灘
派
は
、
明
樋
清
初
の
江
南
で
は
「
当
官
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
山
東
省
済
豪
州
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

例
も
こ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
江
南
の
「
当
宮
」
は
、
や
が
て
牙
帖
摘
に
収
敏
さ
れ
て
行
く
が
、
済
寧
州
で
は
呉
知
州

の
差
儒
改
革
に
も
関
わ
ら
ず
、
牙
行
へ
の
科
派
は
続
く
。
別
の
形
で
再
度
雑
差
の
整
理
に
挑
戦
し
た
の
が
、
道
義
倉
の
照
々
徐
宗
幹
で
あ
っ
た
。

　
徐
宗
幹
の
「
革
小
車
行
示
」
は
、
前
半
に
て
差
循
の
実
態
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
　
州
属
の
逓
黄
人
犯
等
差
、
絡
繹
と
し
て
絶
え
ざ
れ
ば
、
小
車
行
を
設
立
し
、
随
時
軍
備
せ
ず
ん
ば
能
わ
ず
、
而
し
て
此
の
名
目
有
り
。
則
ち
小
車
行
、
推

　
　
　
運
に
遇
有
す
れ
ば
、
一
切
の
貨
物
者
、
勢
い
必
ず
任
意
に
拍
業
態
適
す
。
現
在
許
成
義
等
致
生
し
て
案
有
り
。
今
曳
行
を
将
て
暫
く
革
除
を
行
な
う
。

即
ち
存
知
州
に
よ
る
と
、
犯
人
護
送
な
ど
本
来
の
差
務
を
支
馴
す
る
た
め
、
州
で
は
小
車
行
を
設
置
し
て
彼
ら
に
差
径
を
請
け
負
わ
せ
て
い
た

が
、
彼
ら
は
そ
の
負
担
を
民
間
貨
物
輸
送
の
荷
主
に
転
嫁
す
る
の
で
、
訴
訟
が
起
こ
り
、
小
車
行
は
革
徐
さ
れ
た
。
徐
は
続
い
て
、
今
後
車
輔

を
雇
用
す
る
場
合
に
は
、
知
州
が
摘
資
し
て
廉
価
を
支
給
す
る
と
約
束
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
で
は
、
随
行
が
小
車
行
へ
の
津
貼
と
偽
っ
て

郷
民
よ
り
手
数
料
を
私
抽
し
て
い
る
と
述
べ
、
差
藩
に
便
乗
し
た
不
正
行
為
を
厳
禁
し
て
い
る
。
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な
お
、
州
志
は
こ
の
文
に
続
い
て
徐
知
州
の
「
禁
令
牛
車
示
」
・
「
船
行
示
」
を
収
録
し
て
い
る
。
前
者
は
香
煙
に
仮
託
し
た
車
行
の
郷
民
か

ら
の
牛
車
徴
発
を
禁
止
し
、
後
者
は
同
じ
く
差
篠
に
仮
託
し
た
船
行
の
民
間
船
隻
か
ら
の
樋
規
需
索
を
禁
止
し
て
い
る
。
以
上
三
編
の
告
示
文

か
ら
我
女
は
、
各
種
行
戸
へ
の
差
豊
凶
派
と
彼
ら
の
民
間
へ
の
負
担
転
嫁
が
、
道
光
期
に
到
っ
て
も
深
刻
な
問
題
で
あ
り
続
け
た
こ
と
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
　
一
連
の
施
策
で
随
規
需
索
が
止
ん
だ
と
は
思
え
な
い
。

　
続
い
て
売
州
府
属
平
緒
『
繹
県
志
』
の
検
討
に
移
る
。
初
め
に
本
県
の
商
品
経
済
の
状
況
を
概
見
す
れ
ば
、
同
書
、
巻
七
、
物
産
の
項
に
「
乾

隆
・
嘉
慶
の
時
代
に
は
大
運
河
流
通
が
発
達
し
、
本
県
産
の
麦
豆
・
石
炭
も
広
く
移
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
道
光
・
威
豊
以
降
、
漕
運
の
廃

止
（
海
運
へ
の
部
分
的
移
行
）
や
楚
金
の
新
設
に
よ
り
商
業
活
動
が
衰
退
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
　
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
同
県
で
は
商

品
経
済
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
が
と
り
あ
え
ず
確
認
で
き
る
。

　
さ
て
、
同
書
、
巻
二
二
、
雑
税
の
項
に
は
、
商
人
に
対
し
て
で
は
な
く
商
品
生
産
に
対
し
て
随
規
が
賦
課
さ
れ
た
と
い
う
、
珍
し
い
記
録
が

存
在
す
る
。
県
志
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　
　
県
境
繊
だ
す
所
の
物
産
、
税
無
く
而
し
て
樋
規
有
る
者
、
炭
窟
よ
り
大
な
る
は
重
し
。
窟
は
事
忌
り
之
有
り
。
国
朝
以
来
尤
も
盛
ん
な
り
。
嘉
道
の
間
、

　
　
　
民
の
炭
を
採
る
者
、
歳
ご
と
に
数
窟
有
り
。
霧
炭
に
美
悪
数
種
有
り
。
而
し
て
総
じ
て
分
か
ち
て
二
と
為
す
。
大
な
る
者
は
、
歳
ご
と
に
貨
を
凄
む
る
こ

　
　
　
と
、
府
浸
り
県
に
至
る
ま
で
、
約
ね
万
金
を
費
や
す
。
小
な
る
者
も
、
歳
ご
と
に
亦
数
千
金
を
工
む
。
委
員
・
差
役
の
諸
雑
費
は
、
焉
に
与
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

即
ち
繹
県
で
は
石
炭
の
産
出
が
豊
富
で
あ
っ
た
が
、
清
代
同
県
の
炭
鉱
に
は
、
税
が
無
い
代
わ
り
に
重
い
随
規
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
。
嘉
慶
・

道
光
年
間
に
は
、
石
炭
の
品
質
に
よ
り
二
種
類
の
随
規
微
収
体
系
に
分
か
れ
、
府
や
県
に
毎
年
大
は
一
万
余
論
、
小
は
数
千
両
の
随
規
を
納
付

す
る
外
、
鯛
途
に
委
員
や
差
役
の
経
費
も
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
は
続
い
て
「
光
愚
意
に
知
県
米
協
麟
・
戴
華
藻
が

官
有
炭
鉱
を
開
い
て
北
洋
講
款
に
充
当
し
、
民
間
の
炭
鉱
は
規
費
の
他
、
近
年
新
た
に
布
政
司
よ
り
石
炭
税
を
徴
収
さ
れ
た
の
で
、
商
人
の
利

益
が
益
々
減
少
し
、
県
へ
の
晒
規
も
大
幅
に
減
少
し
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
炭
鉱
は
当
県
の
有
力
な
財
源
で
あ
っ
た
が
、
光
零
点
に
は
国
家
や

省
当
局
が
そ
の
利
を
奪
っ
距
よ
う
で
あ
る
。
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石
炭
に
次
ぐ
随
規
の
財
源
は
酒
で
あ
っ
た
。
県
志
は
続
け
て
語
る
。

　
　
其
の
次
酒
酷
よ
り
大
な
る
は
遣
し
。
繹
の
酒
、
蘭
陵
の
故
風
を
以
て
有
名
な
り
。
故
に
境
内
焼
鍋
頗
る
多
く
、
百
余
家
を
下
ら
ず
。
盛
る
に
商
名
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
み

　
　
　
司
に
上
す
者
は
四
家
而
已
。
其
の
余
の
諸
家
、
各
お
の
其
の
質
の
多
寡
を
以
て
、
費
を
県
に
嵩
む
。
定
額
有
り
。
簿
尉
諸
官
、
需
給
を
焉
に
仰
ぐ
。
近
時

　
　
　
禽
舎
支
縮
す
る
を
以
て
、
当
道
の
者
、
計
の
出
だ
す
所
無
し
。
是
に
於
い
て
州
県
の
諸
廼
規
を
尽
澄
し
、
改
め
て
正
税
に
入
る
。
石
窟
盤
外
、
当
商
・
土

　
　
　
薬
の
如
き
、
以
て
米
・
炭
・
牛
馬
諸
行
に
及
ぶ
ま
で
、
皆
旧
章
を
籔
暫
し
、
重
ね
て
新
課
を
加
う
。
別
に
一
宮
に
委
ね
て
、
之
を
臨
督
せ
し
め
、
干
た
地

　
　
　
方
の
有
司
に
領
め
ず
。

即
ち
澤
県
の
酒
蔵
は
、
県
に
商
号
を
登
録
し
て
（
酒
税
を
納
付
し
て
）
い
る
大
手
が
四
家
、
そ
の
余
の
中
小
業
者
が
評
語
家
あ
り
、
後
者
は
資
本

の
多
寡
に
応
じ
て
県
に
随
規
を
納
め
て
い
た
。
随
規
に
は
定
額
が
あ
り
、
主
簿
・
典
史
な
ど
諸
官
へ
の
給
付
も
こ
れ
よ
り
支
出
し
て
い
た
。
史

料
で
は
大
手
四
輪
が
別
扱
い
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
醸
造
業
は
牙
行
・
気
当
の
よ
う
な
免
許
事
業
で
は
な
く
、
正
規
の
酒
酷
税
も
存
在
し
な

か
っ
た
の
で
、
彼
ら
に
対
す
る
課
税
も
ま
た
地
方
的
徴
収
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
清
末
に
な
る
と
、
布
政
司
庫
の
欠
乏
を
補
填
す
る
た
め
、
酒
造
業
を
始
め
典
風
雪
・
土
虚
業
・
各
種
牙
行
の
随
規
は
、
州
県
か
ら

省
に
吸
い
上
げ
ら
れ
た
。
商
品
生
産
・
商
品
流
通
へ
の
賦
課
は
、
旧
来
の
章
程
を
改
正
し
て
課
税
率
を
高
め
、
布
・
政
司
が
委
員
に
監
督
さ
せ
、

州
県
の
需
索
は
廃
止
さ
れ
た
。
詳
し
い
記
録
は
無
い
が
、
清
末
山
東
で
は
、
随
規
需
索
・
規
礼
餓
送
体
系
を
革
除
し
、
商
業
課
税
を
省
財
政
の

中
心
に
据
え
た
財
政
改
革
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
、
こ
の
史
料
は
示
唆
し
て
い
る
。
恐
ら
く
後
述
す
る
光
夏
卵
〇
年
（
｝
八
九
四
）
山
東
巡
肩
山

蒙
衡
の
財
政
改
革
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
商
品
生
産
か
ら
の
裁
定
科
派
は
、
牙
行
な
ど
流
通
業
者
の
み
な
ら
ず
農
村
家
内
手
工
業
者
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
。
済
南
府
属
道
光

『
長
清
前
志
』
巻
六
、
食
貨
下
、
採
辮
、
直
垂
の
項
に
よ
る
と
、
同
県
は
康
煕
年
間
よ
り
闊
布
を
有
料
で
供
出
す
る
差
務
が
賦
課
さ
れ
、
毎
年

三
三
八
疋
の
二
布
を
毎
疋
銀
三
銭
で
採
嘉
し
た
。
対
価
は
爆
風
（
地
保
）
を
通
し
て
機
戸
に
給
付
さ
れ
た
。
採
買
は
嘉
慶
五
年
（
一
八
○
○
）
に
一

旦
廃
比
さ
れ
た
が
、
道
光
二
年
（
一
八
一
三
）
に
復
活
し
、
道
光
四
年
に
は
三
〇
〇
〇
疋
を
追
加
、
道
光
六
年
に
も
三
〇
〇
〇
疋
を
追
加
し
、
道
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光
一
〇
年
に
は
一
五
〇
〇
疋
を
追
加
し
た
。
追
加
分
の
闊
布
は
負
担
が
過
多
の
た
め
、
郷
村
で
は
供
出
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
地
方
官
は
養
廉

を
摘
資
し
て
溺
に
機
戸
を
雇
い
、
闊
布
を
織
ら
せ
た
。
二
身
の
闊
布
に
つ
い
て
も
、
道
光
八
年
知
鼻
曲
が
追
加
分
と
併
せ
て
自
己
の
養
廉
を
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

付
し
て
製
織
し
、
郷
村
機
戸
の
闊
布
の
累
を
革
除
し
た
と
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
闊
布
の
薬
事
は
、
対
価
を
支
給
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
故
民
苦
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
養
廉
の
寄
付
に
よ
る
闊
布

の
自
辮
は
、
何
故
民
累
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
史
料
の
末
尾
に
付
載
さ
れ
た
野
知
県
の
「
捕
免
西
南
各
郷
灘

派
闊
布
示
」
（
道
光
八
年
三
月
）
に
よ
る
と
、
問
題
は
採
買
の
方
法
に
あ
っ
た
。

　
告
示
に
よ
る
と
、
従
来
の
方
法
は
、
官
が
約
地
に
銀
を
与
え
、
西
南
北
三
郷
の
機
戸
よ
り
粗
布
を
採
算
さ
せ
て
い
た
。
同
県
で
は
棉
紡
織
業

は
活
発
で
あ
る
が
、
闊
布
を
織
る
機
翼
は
殆
ど
居
ら
ず
、
た
め
に
約
地
は
一
般
民
衆
よ
り
津
貼
（
負
担
金
）
を
徴
収
し
、
一
差
が
機
戸
よ
り
闊
布

を
高
値
で
買
い
付
け
て
宮
に
納
付
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
質
地
に
支
給
さ
れ
る
価
銀
は
中
間
で
搾
取
さ
れ
、
灘
派
も
不
均
等
で
あ
っ
た

し
、
里
差
も
期
限
内
に
買
い
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
代
金
の
一
部
門
自
辮
し
て
呼
買
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
管
厚
戸
（
一
般
の
機
戸
）
は

智
頭
の
科
派
を
受
け
、
同
機
戸
の
た
め
に
質
地
・
里
差
は
自
己
負
担
に
よ
る
期
限
内
買
い
付
け
に
苦
し
み
、
遠
地
・
里
差
の
た
め
に
一
般
民
衆

は
採
買
終
了
後
過
大
な
津
貼
需
索
を
被
る
と
い
う
、
負
担
転
嫁
の
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
艀
は
、
郷
村
へ
の
溜
涙
請
け
負
わ
せ
方

式
を
革
め
、
養
廉
の
掲
助
に
よ
る
直
接
買
い
付
け
方
式
に
切
り
替
え
た
の
で
あ
る
。
早
早
県
の
事
例
は
地
方
的
徴
収
と
は
直
接
関
係
は
無
い
が
、

国
家
の
闊
布
採
買
を
起
点
と
し
、
代
価
の
中
間
搾
取
や
足
元
を
見
た
生
産
者
の
価
格
吊
り
上
げ
を
媒
介
と
し
た
、
民
衆
か
ら
の
随
規
需
索
体
系

の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
牙
行
の
役
割
を
機
戸
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
内
部
に
は
機
頭
と
衆
機
戸
と
の
分
化
が
あ
り
、

一
般
民
衆
と
の
問
に
は
約
地
・
墨
差
が
存
在
す
る
の
で
、
牙
行
の
場
合
よ
り
徴
収
体
系
は
複
雑
で
あ
る
。

　
以
上
三
点
の
地
方
志
か
ら
、
直
隷
南
部
よ
り
更
に
商
品
経
済
が
発
展
し
て
い
た
山
東
で
は
、
国
家
的
差
藩
や
地
方
的
徴
収
の
相
当
部
分
を
商

品
生
産
・
商
品
流
通
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
商
業
化
の
高
さ
を
背
景
と
し
て
、
光
緒
中
葉
山
東
巡
二
塁
乗
衡
は

財
政
改
革
を
実
施
し
た
。
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山
東
清
絶
財
政
局
公
言
『
全
理
財
政
説
明
書
』
行
政
総
費
、
撫
院
衙
門
経
費
、
書
役
工
食
銀
紙
張
津
貼
等
項
に
よ
る
と
、
従
来
巡
撫
衙
門
の

書
役
の
必
要
経
費
は
布
政
使
・
漕
運
官
僚
・
公
図
な
ど
が
支
給
し
て
い
た
。
し
か
し
光
緒
二
〇
・
二
一
年
、
巡
優
麗
渠
衡
に
よ
り
大
幅
に
削
減

さ
れ
た
。
こ
れ
は
各
級
官
僚
の
巡
撫
へ
の
半
ば
常
態
化
し
た
規
礼
鰻
送
慣
行
を
規
制
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
見
倣
さ
れ
る
。
同
時
に
彼
は
、
州

県
衙
門
の
地
方
的
徴
収
も
整
理
し
て
い
る
。
民
国
『
荘
平
県
志
』
に
よ
る
と
「
霊
代
知
県
は
俸
給
過
少
の
た
め
、
地
方
行
政
経
費
を
地
丁
の
思

差
よ
り
調
達
し
て
い
た
コ
光
緒
四
年
A
知
県
胡
濫
漫
は
地
丁
一
両
を
京
銭
五
一
〇
〇
文
に
換
算
し
て
納
め
さ
せ
た
。
光
緒
二
二
年
、
巡
撫
李
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

衡
は
全
省
一
、
律
に
地
丁
一
業
を
三
業
四
八
○
○
文
に
統
合
し
た
。
こ
れ
は
清
末
ま
で
定
例
と
な
っ
た
」
と
あ
る
冷
本
志
の
言
に
拠
る
と
、
李
藁

衡
は
全
省
規
模
で
浮
野
を
定
額
化
し
、
際
限
な
い
隈
詩
話
索
を
革
除
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
民
国
『
無
様
県
警
』
に
は
、
慧
智
末
に
州
県
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
雑
肥
・
随
規
が
廃
止
さ
れ
、
全
数
提
解
し
て
国
税
に
組
み
込
ま
れ
た
と
あ
り
、
商
品
生
産
・
商
品
流
通
か
ら
の
随
規
の
収
公
も
同
じ
頃
実
施

さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
商
業
部
門
か
ら
徴
収
さ
れ
た
随
規
の
省
へ
の
提
解
は
、
前
述
の
如
く
繹
県
で
も
見
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
李
榮
衡
の
財
政
改
革
は
、
そ
の
他
の
地
方
志
や
彼
の
文
集
『
李
忠
節
公
重
石
』
に
は
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
李
が
山

東
喜
喜
に
赴
任
し
た
光
緒
二
〇
年
に
は
日
清
戦
争
が
勃
発
し
て
お
り
、
彼
は
潅
軍
の
輸
送
に
追
わ
れ
て
い
た
。
光
緒
二
一
年
正
月
六
日
付
「
奏

設
車
局
接
逓
各
軍
難
じ
の
中
で
彼
は
「
山
東
は
直
隷
・
河
南
・
山
西
・
古
西
な
ど
と
事
情
が
異
な
り
、
従
来
一
切
の
国
家
的
書
落
は
官
が
自
罰

し
、
民
間
に
は
科
派
し
て
こ
な
か
っ
た
。
現
在
山
東
で
は
、
車
局
を
設
置
し
車
馬
を
配
備
し
て
お
り
、
沿
路
の
州
県
が
協
済
し
た
車
馬
の
費
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
局
よ
り
補
償
し
て
い
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。
州
県
に
差
肥
支
辮
の
義
務
が
無
い
な
ら
ば
、
省
が
車
局
の
経
費
を
賄
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
故
彼
が
財
政
改
革
を
実
施
し
た
目
的
億
、
兵
員
輸
送
な
ど
黛
清
戦
争
後
方
支
援
の
た
め
の
資
金
確
保
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
総
じ
て
、
直
隷
で
は
皆
目
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
財
政
改
革
が
清
末
山
東
で
実
施
さ
れ
た
の
は
、
た
と
え
臨
時
の
軍
事
輸
送
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
っ
て
も
、
山
東
の
先
進
性
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
政
策
の
詳
細
を
記
す
史
料
は
少
な
く
、
成
果
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
基
本
的
に
定
期
市
段
階
で
の
商
品
経
済
が
発
達
し
て
い
た
山
菓
・
直
隷
で
は
、
州
県
の
地
方
的
微
収
や
省
財
政
の

確
保
を
商
品
生
産
・
流
通
鳶
依
存
し
得
た
が
故
に
、
山
西
・
陳
西
の
よ
う
に
徹
底
し
た
田
富
改
革
を
断
行
し
て
農
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
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清気後期直隷・山東における差催と順規（山本）

は
無
く
、
ま
た
長
江
流
域
冠
省
の
如
く
平
金
や
牙
帖
摘
を
省
財
政
に
組
み
込
ん
だ
本
格
的
財
政
改
革
を
成
功
さ
せ
る
力
量
に
も
乏
し
か
っ
た
。

地
方
的
徴
収
の
公
的
な
州
県
財
政
へ
の
昇
格
と
、
商
業
部
門
か
ら
の
旭
暉
を
基
礎
と
し
た
督
撫
財
政
の
強
化
は
、
清
代
後
期
の
劇
的
な
改
革
を

経
由
せ
ず
、
民
国
以
降
緩
慢
に
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

①
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
～
五
七
年
、
三
巻
一
五
＝
貝
。

②
　
同
右
、
五
巻
三
五
〇
頁
。

③
　
罠
国
『
潮
県
志
』
巻
五
、
賦
役
、
清
之
観
役
。

④
　
民
国
『
霜
県
志
』
巻
三
、
政
事
、
差
揺
。
「
盤
船
」
の
意
味
は
不
明
だ
が
、
「
豚

　
後
東
淀
泌
平
。
懸
船
無
用
」
と
あ
る
の
で
、
湖
沼
で
使
用
さ
れ
る
小
船
（
の
徴
発
）

　
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
民
国
『
完
南
新
志
』
巻
四
、
行
政
、
財
政

　
　
差
福
。
係
前
清
笛
署
応
徴
官
柴
・
藻
草
・
官
馬
之
折
価
。
於
愚
管
三
年
。
奉
前

　
　
塵
隷
斑
政
司
。
令
適
帰
公
。
由
県
分
村
。
輪
流
派
警
票
取
。

⑥
　
民
国
『
新
城
県
志
』
巻
六
、
賦
役
。

⑦
罠
国
『
雄
県
新
士
心
』
第
三
冊
、
賦
役
、
差
催
。

⑧
民
国
『
続
修
藁
城
県
志
』
絶
頂
、
賦
税
。

⑨
小
田
則
子
「
清
代
の
華
北
農
村
に
お
け
る
青
苗
会
に
つ
い
て
…
－
嘉
慶
年
間
以

　
降
の
順
天
府
宝
麺
梁
の
事
例
よ
り
一
」
『
史
林
』
七
八
巻
…
号
、
一
九
九
五
年
。

⑩
民
国
『
塩
山
新
志
』
巻
九
、
賦
役
下
、
雑
差

　
　
直
隷
差
福
。
清
以
来
。
民
以
為
累
。
而
塩
山
独
軽
於
他
県
。
康
煕
九
年
。
知
県

　
　
黄
貞
麟
。
詳
謡
曲
差
十
項
。
…
…
又
向
苦
通
草
之
累
。
蓋
面
識
皮
。
均
係
土
貢

　
　
之
類
。
邑
紳
劉
沢
縣
帰
田
後
。
謀
之
当
道
。
自
鍋
四
百
七
十
余
金
。
代
民
緻
還
。

　
　
部
価
累
以
永
絶
。
緻
款
既
如
是
之
巨
。
当
日
苛
派
。
絶
無
可
知
。
量
目
黄
口
両

　
　
次
裁
革
後
。
塩
山
徳
累
。
始
為
一
清
。

⑪
　
同
量

　
　
此
後
晒
規
臼
増
。
反
重
受
講
。
大
抵
官
得
其
七
八
。
薄
染
幕
議
四
。
然
砲
口
之

⑬⑬⑭⑮⑯⑰

牙
儘
・
膏
漢
土
徒
。
三
民
不
同
此
。
亦
他
県
之
所
希
也
。

同
右

鼎
革
以
来
。
巴
免
之
差
福
及
壁
面
采
買
。
多
復
其
故
。

同
期

更
出
差
催
。
自
信
例
外
。
自
皆
与
随
規
無
二
。
徒
以
仮
借
辮
公
。
蓄
蔵
雑
差
。

故
瑚
之
於
随
規
以
外
。
煤
車
之
来
。
不
詳
所
始
。
疑
亦
増
自
康
乾
以
後
。
揆
其

名
義
。
即
県
令
煤
薪
之
資
。
凡
県
令
豊
新
閣
邑
。
郷
地
薄
曇
猫
車
三
田
三
十
九

千
。
疑
此
係
正
規
。
後
言
変
古
昔
規
。
而
正
規
軍
不
免
耳
。
棘
麦
之
名
。
郷
人

皆
云
。
歳
読
響
圏
之
需
。
枷
為
刑
具
。
棉
悲
泣
夜
。
皆
監
獄
所
用
者
。
煤
車
・

棘
麦
。
皆
郷
地
索
之
於
民
。
煤
車
按
牲
畜
灘
掲
。
棘
麦
鶉
按
戸
。
協
済
馬
之
名
。

本
地
糧
内
。
協
済
駅
姑
之
目
。
地
糧
外
。
芸
無
此
規
。
暇
聞
云
。
此
係
同
治
七

年
。
捻
匪
過
境
。
県
令
逃
於
郷
。
或
借
馬
送
之
帰
。
遂
開
此
例
。
令
制
鎮
牲
紀

灘
納
。
多
値
県
官
履
新
。
仮
名
協
済
。
帆
辮
一
次
。

同
一
、
隈
規

光
緒
前
。
三
項
数
皆
微
宋
。
中
年
以
後
。
頑
愚
什
倍
。
而
南
中
陶
磁
為
最
甚
。

同
誌

惟
謡
講
断
不
和
重
。
使
牙
檜
得
所
籍
口
。
諸
王
慣
而
外
。
日
増
積
重
。
以
駿
吾

畏
。民

国
『
順
義
県
志
』
奇
習
、
雑
税
、
附
河
北
省
政
府
公
告

査
旧
直
隷
及
京
兆
属
各
県
。
商
民
買
売
貨
物
。
向
洋
幽
門
。
評
価
磁
心
。
成
交

抽
用
。
按
名
領
帖
納
税
。
報
解
省
庫
。
其
款
列
入
予
算
。
為
本
省
歳
入
大
宗
。

民
国
『
香
河
県
志
』
巻
四
、
財
政
、
賦
税
之
徴
収
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⑱＠＠⑳＠＠＠＠＠⑳＠＠
至
剛
十
二
税
。
因
競
争
結
果
。
標
額
亦
格
外
提
高
。
歳
有
増
益
。
臨
写
徴
収
足

額
。
比
之
旧
制
。
不
蕾
倍
捷
。

民
国
『
塩
山
新
憲
』
巻
九
、
賦
役
下
、
雑
税

按
。
清
代
旧
例
。
塩
山
牙
置
上
解
者
。
惟
牙
帖
二
張
。
共
税
八
両
。
表
中
所
列
。

皆
籍
此
牙
貼
二
張
為
名
。
向
隔
壁
鼻
詰
倫
者
也
。
宣
統
二
年
調
査
。
拠
云
。
除

雑
紀
不
解
外
。
難
解
藩
司
者
。
共
五
百
三
十
五
両
。
此
露
坐
解
。
未
之
前
聞
。

当
芸
光
緒
宋
清
査
入
墨
後
所
報
解
禁
数
。
号
為
牙
紀
盈
余
者
也
。

罠
國
『
雄
県
漸
志
』
第
三
冊
、
賦
役
、
雑
税
、
牙
税
。

民
困
門
『
虫
押
県
回
心
』
巻
山
ハ
、
繭
賦
役
、
　
田
川
賦

按
査
。
青
邑
各
地
方
機
閣
経
費
。
除
薫
製
紀
行
商
掲
號
粗
金
等
薄
給
底
款
外
。

対
於
普
通
人
民
。
向
係
按
村
荘
大
小
。
分
級
灘
派
。

官
需
、
雑
税

雑
税
向
行
器
境
内
者
。
惟
田
房
税
・
牲
畜
税
・
牙
帖
税
三
者
而
已
。
単
数
甚
微
。

儘
征
儘
解
。
不
潔
定
額
。
至
前
清
宋
葉
。
学
行
漸
政
。
急
於
講
款
。
雑
税
因
之

繁
興
。
泊
乎
民
国
。
日
増
月
益
。

昆
国
『
交
河
県
志
』
巻
二
、
詩
賦
、
最
近
財
政
、
各
項
随
規
。

民
国
『
景
県
志
』
巻
三
、
田
賦
、
雑
税
。

罵
国
側
異
旧
鰭
樹
心
』
巻
一
穴
、
纏
隅
税
。

民
国
『
南
宮
漏
志
臨
巻
九
、
賦
役
。

民
国
『
高
邑
県
志
』
巻
三
、
行
政
、
叢
叢
、
牙
雑
税

按
。
各
行
牙
税
。
馬
前
溝
塾
代
。
僅
解
男
盛
牙
行
盈
余
二
百
一
十
両
。
其
余
即

帰
梨
署
。
名
為
阻
規
。

民
国
『
定
県
憲
』
巻
七
、
賦
役
、
差
催

直
隷
大
・
順
・
広
諸
府
。
差
催
最
重
。
定
県
難
近
南
西
。
以
較
他
県
猶
軽
。

民
国
『
威
県
志
』
聞
事
、
財
政
。

光
緒
『
続
藁
誠
県
単
』
巻
三
、
賦
役
、
差
福

県
属
雑
差
。
向
無
定
額
。
民
多
病
之
。
道
光
十
一
一
年
。
知
県
沈
巣
生
。
酌
公
項

　
　
照
度
支
。
定
準
準
額
。
除
在
城
営
魍
魎
流
差
外
。
分
国
四
郷
二
十
一
営
。
名
日

　
　
採
買
。
毎
年
交
採
買
銭
制
銭
四
千
八
百
余
千
。
毎
季
交
制
銭
一
千
二
百
余
千
。

　
　
按
四
季
呈
交
。
民
甚
便
之
。

⑳
　
『
文
面
実
録
』
威
豊
元
年
一
二
月
辛
丑
、
直
隷
総
督
訥
爾
価
額
奏
。

⑳
　
斑
国
『
翠
蔓
志
』
巻
七
、
賦
税
、
差
循

　
　
至
帯
代
道
上
年
間
。
差
等
之
徴
。
漫
無
限
制
。
難
役
籍
端
敵
索
。
論
難
害
民
。

　
　
不
堪
其
苦
。
自
同
治
十
年
。
知
州
全
智
開
・
朱
靖
旬
平
楽
。
辮
理
差
添
。
力
除

　
　
積
弊
。
派
夫
徴
車
。
豊
富
定
数
。
法
良
意
美
。

　
　
兵
差
旧
無
定
章
。
吏
役
任
意
中
飽
。
需
索
無
厭
。
…
…
自
同
治
十
年
．
十
一
年
。

　
　
州
牧
游
公
・
朱
公
接
任
。
厳
劉
輝
輝
。

⑫
　
禺
国
『
良
郷
県
志
』
巻
三
、
賦
役
、
経
費

　
　
官
車
局
。
在
県
南
門
外
。
光
籍
十
年
。
前
知
県
楊
謙
柄
。
因
琶
為
首
姑
。
差
務

　
　
之
繁
。
甲
電
通
省
。
車
頭
籍
差
滋
擾
。
恒
苦
累
晟
。
稟
諸
前
府
舞
周
。
於
是
年

　
　
山
四
月
。
発
処
閥
経
口
臓
器
二
千
両
。
凱
成
局
統
出
帰
里
謡
。
購
騨
四
十
一
血
一
掃
・
大
宙
叩
十
一
二

　
　
輌
・
輻
車
十
三
輔
。
以
応
差
需
。

⑳
　
民
国
『
望
都
装
置
』
巻
四
、
政
治
、
財
政
。

⑭
　
民
国
『
広
宗
県
志
』
巻
七
、
財
政
、
地
方
財
敷
、
飛
信

　
　
差
徳
。
在
溝
代
。
本
為
県
署
晒
規
。
…
…
同
治
二
年
。
県
民
以
差
催
繁
重
。
稟

　
　
県
酌
定
章
程
。
以
経
民
困
。
蒔
知
県
開
脚
。
与
空
聾
議
定
章
程
。
車
差
毎
年
毎

　
　
畝
。
交
大
銭
十
文
。
片
馬
差
毎
年
毎
畝
。
交
大
銭
四
文
。
脇
差
毎
年
心
筋
。
交

　
　
大
銭
十
六
文
。
槽
草
毎
年
。
必
須
親
身
完
納
。
均
由
民
戸
片
思
。
・
…
・
民
戸
毎

　
　
年
毎
畝
。
需
大
銭
五
十
文
。

⑳
　
民
圏
『
東
明
県
新
志
』
巻
七
、
賦
役
、
雑
肥
、
差
権
。

⑯
　
民
国
『
寧
目
盛
志
』
巻
三
、
賦
役
、
丁
衝
。

⑳
　
佐
藤
学
「
明
末
清
初
期
一
地
方
都
市
に
お
け
る
同
業
組
織
と
公
権
力
！
蘇
州

　
府
常
熟
県
『
当
官
』
碑
刻
を
素
材
に
i
」
『
史
学
雑
誌
』
九
六
編
九
号
、
　
一
九

　
八
七
年
。

74　（388）



⑳
　
拙
稿
「
清
代
江
南
の
牙
行
」
『
東
洋
学
報
』
七
四
巻
一
・
一
　
号
、
｝
九
九
三
年
。

⑳
　
光
緒
『
繹
県
志
』
巻
七
、
物
産

　
　
当
乾
嘉
盛
時
。
江
漸
農
工
諸
行
尊
公
糧
数
千
艘
。
皆
道
爆
睡
北
上
。
商
旅
歳
時
。

　
　
往
還
不
二
。
而
奇
物
珍
貨
術
溢
。
居
翌
月
仰
之
。
以
二
身
家
。
而
本
地
所
有
麦

　
　
豆
及
煤
炭
諸
物
。
亦
得
善
価
。
而
行
里
数
千
里
。
…
…
泊
宣
伝
之
変
。
漕
運
中

　
　
廃
。
重
以
関
津
重
継
熟
寝
醜
。
商
蟹
疑
畏
。
於
是
外
貨
不
進
。
内
貨
不
出
。
而

　
　
雌
之
生
計
。
乃
大
圏
況
。

⑳
「
炭
霧
」
と
は
炭
焼
き
窯
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
木
炭
で
は
な
く
石
炭
の

　
こ
と
を
指
す
。

⑪
　
な
お
、
河
南
省
懐
慶
府
…
孟
県
で
は
、
闊
布
無
償
供
出
の
雑
賦
が
残
存
し
て
い
た
。

　
北
村
敬
直
「
清
初
に
お
け
る
河
南
省
孟
県
の
綿
布
に
つ
い
て
」
小
野
和
子
編
『
明

＠
清
時
代
の
政
治
と
社
会
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
三
年
。

⑬⑭

民
国
『
蒙
平
県
志
』
巻
七
、
田
賦

門
下
清
潔
梁
長
。
薪
俸
極
微
薄
。
全
持
地
側
廊
収
。
以
資
調
剤
…
。
故
浮
収
幾
成

上
下
三
惑
病
。
而
不
謙
也
。
至
光
緒
四
年
。
知
県
胡
坐
耀
。
改
為
毎
回
供
銀
一

両
。
収
獲
銭
五
千
一
百
文
。
而
銀
価
時
宥
皇
儲
。
働
能
高
拾
時
価
。
視
為
定
数
。

因
此
興
訟
数
年
。
至
光
緒
二
十
二
年
。
始
経
写
照
李
藁
囲
奏
明
。
全
省
一
律
。

毎
銀
一
両
。
按
京
銭
四
千
八
百
文
折
合
。
相
鎚
至
清
末
。
遂
著
為
定
例
。

民
国
『
無
様
梁
志
』
巻
四
、
賦
役
、
後
叙

至
光
緒
末
。
藪
捌
州
県
雑
課
隈
規
。
尽
数
徴
解
。
以
補
国
用
之
不
足
。

『
李
忠
節
公
奏
聞
』
巻
六
、
所
収
。

清代後期直隷・山東における差径と晒規（山本）

お
　
わ
　
り
　
に

　
総
代
直
隷
で
は
、
山
西
や
陳
西
と
同
様
、
粟
窪
年
間
の
地
丁
併
微
以
降
も
駅
姑
や
器
差
・
大
差
・
春
秋
両
差
な
ど
国
家
が
要
求
す
る
差
催
（
国

家
的
差
徳
）
が
残
存
し
た
。
差
径
は
村
単
位
に
科
派
さ
れ
、
郷
地
（
地
保
）
が
徴
収
し
て
い
た
が
、
省
南
部
で
は
牙
櫓
（
牙
行
・
経
紀
）
か
ら
の
徴
収

も
見
ら
れ
た
。

　
一
九
世
紀
以
降
近
心
は
次
第
に
増
大
し
、
民
衆
の
苦
累
と
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
州
県
が
地
方
行
政
経
費
を
賄
う
た
め
、
本
来
の
差
徳
を

名
目
と
し
て
随
規
を
付
加
し
た
か
ら
で
あ
る
。
随
規
即
ち
地
方
的
徴
収
の
膨
張
に
対
し
、
道
光
帝
は
即
位
以
来
全
国
的
な
随
規
清
査
と
随
規
革

除
を
試
み
た
。
し
か
し
地
方
行
政
経
費
の
調
達
が
困
難
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
地
方
官
僚
は
慎
重
論
を
唱
え
、
道
光
帝
と
英
和
の
改
革
論
を
葬

り
去
っ
た
の
で
、
結
局
随
規
需
索
・
規
礼
韻
送
体
系
の
塩
豆
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
而
立
問
題
は
、
中
央
政
府
の
膝
元
で
あ
る
直
隷
の
毛
無
論
争
に
移
っ
た
。
こ
こ
で
も
差
揺
定
額
化
と
按
畝
灘
派
方
式
の
導
入
及
び
地

方
官
へ
の
公
費
支
給
を
主
張
す
る
屠
之
申
・
張
木
州
ら
改
革
派
と
、
定
額
化
が
新
た
な
浮
収
を
生
む
と
危
倶
す
る
顔
検
・
黒
蓋
ら
慎
重
派
と
が
対
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立
し
、
最
終
的
に
後
者
の
勝
利
に
帰
し
た
。
但
し
、
両
派
と
も
差
茶
の
相
当
部
分
が
養
鯉
・
典
当
・
牙
行
な
ど
商
業
部
門
に
依
存
し
て
い
る
と

い
う
事
実
認
識
で
は
一
致
し
て
い
た
。
な
お
按
畝
灘
派
方
式
は
、
清
末
省
南
部
の
州
県
で
個
別
に
導
入
さ
れ
、
民
国
期
に
拡
大
し
た
が
、
全
省

統
一
的
差
循
改
革
は
最
後
ま
で
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
直
隷
よ
り
商
品
経
済
が
発
達
し
た
山
東
で
は
、
商
品
生
産
・
商
品
流
通
か
ら
の
国
家
的
差
徹
及
び
地
方
的
徴
収
が
更
に
進
行
し
て
お

り
、
一
部
の
州
県
で
は
主
と
し
て
地
元
の
特
産
品
生
産
者
や
流
通
業
者
か
ら
類
規
を
需
醒
し
て
い
た
。
山
東
の
隈
事
事
索
・
規
礼
餓
送
は
、
鼻

緒
中
葉
巡
無
李
叢
衡
の
財
政
改
革
に
よ
り
整
理
さ
れ
、
同
じ
頃
商
業
か
ら
の
随
規
も
省
財
政
に
吸
収
さ
れ
た
。
し
か
し
財
政
改
革
の
成
功
と
省

財
政
の
形
成
を
積
極
的
に
語
る
史
料
は
乏
し
く
、
大
き
な
成
果
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
直
隷
・
山
東
両
省
が
農
民
か
ら
の
地
方
的
徴
収
の

整
理
に
消
極
的
で
あ
っ
た
理
由
は
、
耕
地
だ
け
で
な
く
流
通
へ
の
科
派
が
多
く
、
按
畝
灘
派
方
式
を
導
入
す
る
必
要
性
が
低
か
っ
た
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　
全
国
を
通
観
す
る
と
、
地
方
的
徴
収
の
存
在
形
態
と
清
末
の
処
理
方
法
は
、
商
品
経
済
の
発
展
水
準
に
応
じ
て
各
省
毎
に
異
な
っ
て
い
た
。

定
期
市
段
階
で
の
商
贔
流
通
が
発
達
し
て
い
た
華
北
東
部
地
域
は
、
華
北
酉
部
地
域
と
長
江
流
域
と
の
中
間
に
位
置
し
て
い
た
が
、
こ
の
中
で

は
直
隷
が
前
者
に
近
く
、
山
東
は
後
者
に
近
か
っ
た
。
但
し
、
福
建
・
広
東
な
ど
華
南
地
域
で
は
、
砂
糖
・
煙
草
生
産
に
よ
り
商
品
経
済
が
相

当
高
水
準
に
達
し
て
い
た
も
の
の
、
地
方
志
に
は
差
音
・
随
規
に
関
す
る
記
述
が
殆
ど
見
当
ら
ず
、
財
政
改
革
が
実
施
さ
れ
た
形
跡
も
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
宗
族
や
図
甲
介
と
財
政
制
度
と
の
関
連
を
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
九
州
大
学
経
済
学
部
助
激
授
　
福
岡
県
還
賀
郡
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Chaiyao．差徳and　Lougui随規in　Zhili　ahd

　Shandon’g　During　the　Late　Qing　Period

by

YAMAMOTO　SuSumu

　　In　Zhiii　chaiyao．．差樒；．∫that　iS　requisition　of　shpPlies　impoSed　by．．　the

central　government　i’besides　regular　’tax，　remaind　’in　effect　during　the

Qing　pe’riod．　lt　was　aSsigned　to　each’　village　／and　usually　collected　by

dibao地保（village　o缶ご6r6），　but　som6times　by…yakuai．牙櫓（brokers）．in

the　Southern　Zhili．

　　Since　the　19　th　’century　loeal　govethments　iinposed　infdrmal　taxation

called　lougui随規（bribe）on　the　ptetext　of　chaiyαo．thereby　increasing

Zhili’s　tax　burden．　Then∫　in　the；Daoguang道光．．　period　the　government

discussed　reduction　of　bhaiyao　tnainly’in　’Zhili　and　irefbrmists　insisted　on

introducing　the　quota・system　of　chaiyao　accotding　to　area　of’land　called

an・mu－tan－pai按畝灘派，　but　conservatives　concerned　about　a　shortfa11．of

local　administrative　expenses’refuted　them，　so’the’reformation　didn’t

succeed，

　　Meanwhile　in　Shandong　where　merchandise　economy　was　more　de－

veloped　than　Zhili　1ithe’／10cal　government　i　had　siphoned　off　an．enormous

loztgui　from　manufactUrets．and　merchants．1．1且．　the　Guangxu光緒period

Li・bing－heng跡乗衡．the．　goveMor　of　Shandong　executed　the　finaneial

reform，　that　loztgui　’eollected　by　each　local　government　from　merchants

was　absorbed　into　provincial　fihance．　However，　tb　is　did　not　result　in　a

tax　reduction．　The・reason　why　the　governments’of　Shandong　and　Zhili

didn，t　radically　abolish　lougui　is　that皿ost　of　it　was　beared　by　mer・

chants　and　consequent！y　peasants　didn’t　resist　relatively．’
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